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【
要
約
】

富
岡
鉄
斎
︵
一
八
三
六
～
一
九
二
四
︶
は
︑
若
き
日
に
尊
攘
派
の
志
士
と
交
わ
り
︑
維
新
後
に
は
大
鳥
神
社
大
宮
司
を
つ
と
め
た
︒
鉄
斎
自
身

は
ま
ず
文
人
画
家
よ
り
学
者
で
あ
る
と
の
自
意
識
で
︑
﹁
万
巻
の
書
を
読
み
︑
万
里
の
路
を
行
く
﹂
こ
と
を
志
し
た
︒
ま
た
明
治
期
に
︑
嵯
峨
の
祇
王
寺
︑

小
楠
公
を
弔
う
宝
筐
院
を
復
興
し
︑
神
武
天
皇
や
尹
良
親
王
な
ど
の
陵
墓
や
︑
吉
野
・
河
内
長
野
の
場
︑
楠
正
成
・
正
行
ら
の
忠
臣
義
士
な
ど
を
顕
彰
す

る
︒
こ
う
し
た
活
動
は
︑
近
代
に
お
け
る
政
府
の
政
策
や
社
会
の
動
き
と
か
か
わ
っ
て
い
た
︒
明
治
一
〇
年
︵
一
八
七
七
︶
大
和
行
幸
に
お
い
て
︑
鉄
斎

は
﹁
堺
県
行
幸
道
筋
官
幣
大
社
御
陵
位
置
図
巻
﹂
や
﹁
堺
県
行
在
所
御
飾
付
図
巻
﹂
を
描
く
と
と
も
に
︑
明
治
天
皇
の
蘭
奢
待
の
剪
り
取
り
︑
中
国
由
来

の
煎
茶
や
古
物
の
文
人
世
界
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
︒
ま
た
下
伊
那
の
尹
良
親
王
墓
の
考
証
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
た
と
え
被
葬
者
が
誤
っ
て
い
て
も
︑

宮
内
省
に
よ
っ
て
治
定
さ
れ
れ
ば
受
け
入
れ
る
と
い
う
﹁
名
教
﹂
を
重
ん
じ
る
歴
史
意
識
を
有
し
て
い
た
︒
ま
さ
に
﹁
名
教
の
精
神
を
芸
術
に
寓
す
﹂
の

生
き
方
で
あ
っ
た
︒

史
林

一
〇
一
巻
一
号

二
〇
一
八
年
一
月

は

じ

め

に

﹁
蓋
シ
百
錬
ノ
如
キ
ハ
名
教
ノ
精
神
ヲ
芸
術
ニ
寓
ス
ト
謂
フ
ベ
シ
﹂
︒
鉄
斎
の
死
後
︑
大
正
一
一
年
︵
一
九
二
二
︶
七
月
三
一
日
︑
正
五
位
に

位
階
追
陞
さ
れ
た
と
き
︑
詮
議
に
附
さ
れ
た
﹁
富
岡
百
錬
事
蹟
略
﹂
の
む
す
び
の
言
葉
で
あ
る①
︒

明
治
・
大
正
期
に
文
人
画
家
と
し
て
知
ら
れ
た
富
岡
鉄
斎
︵
百
錬
︶
︵
天
保
七
年
︹
一
八
三
六
︺
～
大
正
一
三
年
︹
一
九
二
四
︺
︶
は
︑
天
保
七
年
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一
二
月
一
九
日
に
京
都
三
条
衣
棚
の
法
衣
商
の
家
に
生
ま
れ
た
︒
高
祖
父
︑
以
直
は
︑
石
田
勘
平
︵
梅
岩
︶
の
﹁
高
足
﹂
と
し
て
宝
暦
・
安
永

期
に
京
阪
・
近
畿
間
で
心
学
を
講
じ
︑
祖
父
の
兄
︑
維
徳
は
歌
学
を
小
沢
蘆
庵
に
習
っ
た
︒
鉄
斎
が
感
化
を
受
け
た
歌
人
・
大
田
垣
蓮
月
尼
が

敬
慕
し
た
の
も
小
沢
蘆
庵
で
︑
後
年
︑
鉄
斎
は
蘆
庵
の
顕
彰
に
奔
走
す
る②
︒
鉄
斎
は
︑
基
盤
と
し
て
儒
学
や
詩
文
を
修
め
︑
国
学
を
大
国
隆
正

に
学
び
︑
尊
皇
攘
夷
運
動
の
志
士
と
交
わ
っ
た
︒
明
治
維
新
後
に
は
石
上
神
社
少
宮
司
や
大
鳥
神
社
大
宮
司
を
勤
め
た
︒
明
治
一
四
年
︵
一
八

八
一
︶
に
は
官
職
を
離
れ
京
都
に
定
住
し
た
︒

﹁
富
岡
百
錬
事
蹟
略
﹂
に
︑
﹁
百
錬
画
ヲ
以
テ
著
ル
ト
雖
モ
︑
画
ハ
実
ニ
余
技
ニ
過
ギ
ズ
只
天
性
気
節
稜
々
之
ヲ
以
テ
一
世
ヲ
指
導
ス
ル
所

ア
ラ
ン
ト
ス
︑
平
素
好
ム
所
ハ
読
書
ニ
シ
テ
︑
其
心
ニ
鬱
結
ス
ル
所
︑
之
ヲ
書
画
ニ
洩
ス
ノ
ミ
﹂
と
あ
り
︑
鉄
斎
自
身
は
画
を
余
技
と
し
︑
ま

ず
学
者
で
あ
る
と
の
自
意
識
が
あ
っ
た
︒
﹁
万
巻
の
書
を
読
み
︑
万
里
の
路
を
行
く
﹂
を
生
き
方
と
す
る
鉄
斎
は
︑
北
海
道
か
ら
九
州
の
高
千

穂
ま
で
全
国
を
旅
す
る
︒
そ
の
旅
の
目
的
を
﹃
巡
土
雑
話
﹄
︵
明
治
五
年③
︶
の
な
か
で
︑
実
地
に
検
証
す
る
地
理
研
究
を
め
ざ
し
︑
古
の
勤
王
忠

臣
や
古
墳
を
探
索
し
記
録
す
る
こ
と
を
試
み
た
︒

鉄
斎
が
顕
彰
し
た
国
史
の
対
象
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
と
り
わ
け
皇
室
に
か
か
わ
る
神
武
天
皇
や
歴
代
天
皇
陵
︑
高
千
穂
・
吉
野
な
ど
の
ゆ

か
り
の
場
が
あ
り
︑
明
治
期
に
神
社
復
興
に
も
尽
力
し
た
︒
そ
し
て
楠
正
成
・
小
楠
公
・
児
島
高
徳
・
赤
穂
義
士
・
武
田
耕
雲
斎
ら
の
忠
臣
義

士
か
ら
︑
祇
王
寺
・
厭
離
庵
・
源
氏
物
語
・
新
田
義
貞
首
塚
と
い
っ
た
古
典
の
世
界
に
も
お
よ
ん
だ
︒
彼
の
関
心
は
︑
京
都
の
大
文
字
送
り
火
︑

牛
祭
︑
や
す
ら
い
祭
︑
八
瀬
窯
風
呂
︑
近
江
の
鍋
冠
祭
な
ど
︑
民
俗
世
界
に
も
及
ん
だ
︒
そ
れ
は
大
正
期
の
柳
田
民
俗
学
が
成
立
す
る
以
前
の

民
俗
誌
を
提
供
す
る
︒

鉄
斎
が
顕
彰
す
る
主
要
な
国
史
の
対
象
と
し
て
︑
神
武
創
業
︑
建
武
新
政
︑
そ
し
て
明
治
維
新
の
顕
彰
が
あ
る④
︒
こ
れ
ら
は
近
現
代
に
お
け

る
国
史
の
主
要
な
顕
彰
の
対
象
で
も
あ
り
︑
政
府
の
政
策
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
重
視
さ
れ
る
時
代
が
違
っ
た
︒
二
〇
世
紀
に
な
る
と
︑
学
校
教
育

や
社
会
教
育
に
お
い
て
広
範
に
広
が
り
︑
昭
和
戦
前
期
に
な
る
と
国
民
道
徳
と
し
て
三
者
は
一
体
と
な
っ
て
ゆ
く
︒

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
鉄
斎
の
国
史
の
顕
彰
の
あ
り
方
で
あ
る
︒
鉄
斎
は
︑
明
治
二
二
年
二
月
六
日
に
高
知
県
土
佐
郡
高
鴨
神
社
を
参
拝
し
︑

富岡鉄斎が顕彰する国史（高木）
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同
月
七
日
に
﹁
国
府
址
に
紀
貫
之
の
旧
跡
を
探
り
︑
村
民
永
田
稲
作
の
家
で
古
官
庁
の
古
瓦
を
一
覧
﹂
し
て
い
る⑤
︒
そ
の
際
描
い
た
﹁
土
佐
古

国
府
趾
詩
書
﹂
︵
五
四
才
ご
ろ
︶
の
画
賛
で
は
︑
﹁
嗚
呼
︑
︵
紀
貫
之
の
︶
遺
蹟
︑
松
有
り
︑
尤
も
尊
ぶ
可
し
︒
蒼
翠
既
に
歴へ

た
り
幾
代
の
操
︒
伐き

る
勿
れ
剪き

る
勿
れ
百
ひ
ゃ
く

性せ
い

に
喩
す
︒
百
性
欣
々
と
し
て
共
に
命
を
聞
く⑥
﹂
と
す
る
︒
こ
こ
で
は
紀
貫
之
に
由
緒
の
松
を
も
伐
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
と
百
姓
を
諭
し
︑
地
域
の
庶
民
と
歴
史
意
識
を
共
有
し
て
い
る
︒

そ
し
て
な
ぜ
鉄
斎
が
︑
先
哲
・
功
臣
・
義
士
ら
を
顕
彰
す
る
か
に
つ
い
て
︑
﹃
読
売
新
聞
﹄
明
治
四
〇
年
︵
一
九
〇
七
︶
六
月
二
一
日
付
︑

﹁
小
野
寺
十
内
妻
丹
女
の
墓⑦
﹂
の
記
事
が
示
唆
的
で
あ
る
︒
鉄
斎
は
︑
赤
穂
四
十
七
士
の
一
人
︑
小
野
寺
十
内
秀
和
の
妻
丹
女
の
墓
を
︑
﹁
下

京
区
堀
川
松
原
下
る
本
国
寺
内
本
喜
院
﹂
に
見
い
だ
し
︑
﹁
其
墓
に
詣
で
涙
な
が
ら
﹃
鑑
と
も
な
る
べ
き
人
の
墳お

く

墓つ
き

を
世
に
現
は
し
て
祭
る
う

れ
し
さ
︵
傍
線
高
木
・
以
下
同
じ
︶
﹄
と
詠
じ
︑
ま
た
翁
の
妻
春
子
女
史
は
﹃
つ
ま
と
子
の
ま
つ
ら
ん
も
の
と
潔
く
露
と
消
え
に
し
人
ぞ
恋
ひ
し

き
﹄
と
詠
じ
﹂
た
︒
丹
女
の
墓
を
︑
現
代
の
鑑
と
す
べ
く
︑
墳
墓
を
復
興
し
慰
霊
す
る
こ
と
で
︑
世
に
現
わ
す
の
で
あ
る⑧
︒

ま
た
刊
行
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
明
治
二
年
の
﹃
先
哲
遺
事⑨
﹄
は
︑
鉄
斎
の
数
少
な
い
体
系
的
な
自
著
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
余
年
来
慷
慨
奇

節
の
士
︑
経
済
兵
術
の
士
︑
一
二
の
遺
事
を
捃
摭
﹂
と
偉
人
顕
彰
の
意
図
を
記
す
︒
こ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
︑
熊
沢
了
芥
︵
蕃
山
︶
は
︑

﹁
国
家
治
め
人
を
し
て
忠
孝
に
致
ら
し
め
ん
と
厚
く
人
ニ
教
誨
せ
る
に
て
︑
且
ツ
傍
に
天
下
万
民
と
も
ニ
は
た
ら
き
つ
と
め
︑
ま
す
ま
す
天
下

の
泰
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
学
術
を
と
け
る
な
り
﹂
と
す
る
︒
﹃
大
学
或
問
﹄
な
ど
で
幕
政
の
批
判
を
し
な
が
ら
古
河
で
死
ん
だ
節
を
曲
げ
な

い
蕃
山
︒
そ
し
て
︑
﹃
海
国
兵
談
﹄
を
著
し
て
﹁
外
寇
の
不
虞
ニ
備
ふ
得
失
を
詳
ニ
す
︑
其
外
宇
内
の
諸
州
政
刑
の
是
非
︑
山
川
城
墟
風
俗
生

産
港
口
の
要
害
を
審
察
し
事
体
の
虚
実
を
弁
し
杯
と
甚
心
を
つ
く
﹂
し
た
林
子
平
を
取
り
あ
げ
た
︒
ま
た
寛
政
の
三
奇
人
で
蒲
生
秀
実
︵
君

平
︶
は
︑
﹁
尚
天
朝
を
偏
ニ
微
忠
を
国
ニ
つ
く
し
︑
専
ら
国
風
を
古
ニ
復
さ
ん
と
す
皆
勤
王
ニ
非
ざ
る
ハ
な
し
﹂
︒
高
山
正
之
︵
彦
九
郎
︶
は

﹁
平
生
意
気
慷
慨
︑
常
ニ
忠
を
天
朝
ニ
致
さ
ん
﹂
と
︑
そ
の
勤
王
を
尊
ぶ
︒

鉄
斎
が
明
治
七
年
に
北
海
道
・
東
北
旅
行
の
際
︑
最
初
に
東
京
の
谷
中
臨
江
寺
の
蒲
生
君
平
の
墓
に
参
り
︑
帰
路
︑
仙
台
で
龍
雲
院
の
林
子

平
の
墓
︑
古
河
で
鮭
延
寺
の
熊
沢
蕃
山
の
墓
を
弔
っ
た⑩
︒
鉄
斎
自
身
︑
﹁
余
︑
此
東
行
ニ
林
子
平
︑
蒲
生
君
平
︑
熊
沢
了
介
三
哲
ノ
霊
魂
ヲ
弔
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ス
︑
蓋
︑
古
人
ヲ
尚マ

友マ

ノ
情
也
︑
而
我
一
事
ノ
無
所
為
︑
是
可
愧
也⑪
﹂
と
先
哲
を
弔
う
の
が
こ
の
旅
の
目
的
と
し
た
上
︑
我
が
身
の
不
明
を
恥

じ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
先
哲
・
忠
臣
の
顕
彰
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
明
治
九
年
六
月
の
東
奥
巡
幸
に
お
け
る
政
府
の
歴
史
意
識
と
重
な
る

こ
と
と
な
る
︒

＊

本
稿
で
は
こ
う
し
た
鉄
斎
の
国
史
の
顕
彰
を
︑
薩
摩
藩
の
吉
井
友
実
・
税
所
篤
・
岩
下
方
平
︑
幕
臣
の
山
岡
鉄
舟
︑
文
人
の
山
中
静
逸
・
江

馬
天
江
・
谷
鉄
臣
・
鳩
居
堂
の
熊
谷
直
行
な
ど
と
の
明
治
期
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
︑
考
え
て
ゆ
き
た
い
︒
も
っ
と
も
鉄
斎
の
画
業
は
︑
明

治
後
期
よ
り
次
第
に
国
史
よ
り
中
国
の
古
典
に
基
づ
く
画
題
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
︒

ま
ず
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
問
題
を
︑
例
と
し
て
鳩
居
堂
の
熊
谷
家
と
の
交
友
を
介
し
て
み
て
ゆ
く
︒
鉄
斎
は
︑
文
化
一
四
年
︵
一
八
一
七
︶
生

ま
れ
で
明
治
八
年
︵
一
八
七
五
︶
に
没
し
た
︑
鉄
斎
よ
り
一
世
代
上
の
熊
谷
直
孝
と
︑
幕
末
以
来
︑
交
遊
し
て
い
る
︒
そ
の
直
孝
の
父
の
直
恭

︵
天
明
三
年
︹
一
七
八
三
︺
～
安
政
六
年
︹
一
八
五
九
︺
︶
は
︑
香
合
の
み
な
ら
ず
製
筆
法
を
研
鑽
し
︑
頼
山
陽
を
は
じ
め
文
人
墨
客
と
ま
じ
わ
り
︑

弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶
に
始
め
て
長
崎
に
種
痘
法
が
伝
来
し
た
と
き
︑
京
都
の
医
師
の
楢
林
︑
江
馬
︑
長
柄
︑
小
石
ら
諸
氏
と
︑
市
内
に
種

痘
所
を
設
け
て
︑
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
の
飢
饉
の
折
に
は
小
屋
を
設
け
て
救
恤
し
た
︒
直
恭
は
﹁
吾
祖
先
ノ
遺
産
ヲ
以
テ
窮
民
ヲ
拯
フ
寧

ソ
祖
先
ノ
霊
ニ
対
シ
テ
愧
ツ
ル
所
ア
ラ
ン
ヤ
﹂
と
喝
破
す
る
︒
ま
た
凶
荒
で
絶
え
た
東
山
如
意
峰
の
大
文
字
の
送
り
火
を
︑
﹁
旧
慣
﹂
の
絶
え

る
の
を
惜
し
ん
で
私
費
を
投
じ
て
維
持
し
た
︒
そ
し
て
安
政
六
年
の
コ
レ
ラ
蔓
延
時
に
救
済
に
奔
走
し
︑
自
ら
も
罹
患
し
死
亡
し
た⑫
︒
鉄
斎
は

こ
の
直
恭
に
共
鳴
し
︑
﹁
寿
人
已
亦
寿

熊
谷
蓮
心
翁
始
得
西
洋
種
痘
法
勧
誘
主
児
童
︑
其
勤
甚
偉
矣
豈
可
不
謂
仁
慈
哉
﹂
と
︑
鉄
斎
が
跋
を

書
き
︑
﹁
蓮
心
義
祝
寿
合
作
巻
﹂
に
お
い
て
︑
種
痘
を
唐
子
に
施
す
画
を
描
い
た⑬
︒
そ
の
子
の
直
孝
は
︑
安
政
・
文
久
期
に
諸
藩
の
勤
王
の
志

士
︑
と
り
わ
け
備
前
の
藤
本
鉄
石
︑
筑
前
の
平
野
国
臣
︑
土
佐
の
古
沢
滋
︑
武
市
半
平
太
︑
桂
小
五
郎
︑
阿
波
の
中
島
直
人
︵
錫
胤
︶
︑
伊
予

の
矢
野
玄
道
︑
彦
根
の
谷
鉄
臣
︑
そ
の
ほ
か
学
者
︑
文
人
の
梁
川
星
巌
︑
頼
三
樹
三
郎
︑
山
中
静
逸
︑
板
倉
槐
堂
︑
宇
田
淵
︑
山
本
復
一
︑
そ

し
て
富
岡
鉄
斎
と
も
深
交
し
た
︒
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶
八
月
一
八
日
の
政
変
や
翌
年
の
蛤
御
門
の
変
で
︑
直
孝
は
長
州
の
勤
王
の
志
士
を
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援
助
し
た
︒
ま
た
元
治
元
年
︵
一
八
六
四
︶
の
ど
ん
ど
ん
焼
け
で
は
自
家
も
罹
災
す
る
が
︑
与
力
平
塚
瓢
斎
と
と
も
に
焼
け
出
さ
れ
た
人
々
を

救
い
︑
慶
応
四
年
︵
一
八
六
八
︶
正
月
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
前
夜
に
は
御
所
の
警
衛
に
努
め
︑
戦
後
の
窮
民
・
罹
災
者
に
も
救
恤
を
施
し
た
︒

直
孝
は
︑
鉄
斎
と
は
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
勤
王
の
思
想
に
お
い
て
も
共
通
し
た
︒
岩
倉
具
視
の
命
に
よ
り
︑
直
孝
が
明
治
元
年
の
車
駕
東
幸

時
︑
﹁
道
途
ノ
状
況
ノ
探
知
﹂
の
任
務
に
つ
い
た
の
は
︑
鉄
斎
が
明
治
二
年
の
東
京
遷
都
︑
五
年
の
九
州
行
幸
︑
九
年
の
東
北
行
幸
に
供
奉
し

た
こ
と
に
通
じ
る
︒

明
治
一
五
年
八
月
一
二
日
に
は
︑
日
野
俊
基
の
殉
難
遺
跡
に
祠
宇
を
創
建
す
る
こ
と
を
︑
松
岡
利
紀
ら
が
首
唱
す
る
が
︑
熊
谷
直
孝
の
子
で

あ
る
直
行
や
鉄
斎
︑
宇
田
淵
︑
羽
倉
可
亭
︑
谷
鉄
臣
︑
江
馬
天
江
︑
山
中
静
逸
︑
鈴
木
百
年
ら
が
賛
助
し
て
い
る⑭
︒
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
︑
明

治
一
七
年
に
日
野
俊
基
に
従
三
位
が
お
く
ら
れ
︑
明
治
二
〇
年
に
鎌
倉
に
日
野
俊
基
を
祭
神
と
す
る
葛
原
岡
神
社
が
創
建
さ
れ
た
︒
ま
た
明
治

一
七
年
五
月
一
〇
日
か
ら
一
二
日
に
東
福
寺
事
務
所
が
主
催
す
る
兆
殿
司
四
百
五
十
年
忌
薦
事
並
展
覧
会
が
開
か
れ
た
が
︑
熊
谷
鳩
居
堂
は
補

助
と
し
て
尽
力
し
︑
鉄
斎
は
鈴
木
百
年
︑
森
寛
斎
︑
幸
野
梅
嶺
︑
久
保
田
米
僊
ら
と
と
も
に
﹁
展
観
掛
兼
見
張
並
展
観
録
編
輯
﹂
を
つ
と
め
た⑮
︒

こ
う
し
た
幕
末
以
来
の
鉄
斎
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
︑
明
治
以
降
に
も
生
き
つ
づ
け
る
︑
そ
の
事
例
を
次
に
あ
げ
た
い
︒

明
治
二
四
年
四
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
る
﹁
谷
鉄
臣
・
近
藤
芳
介
古
稀
祝
賀
会
緒
言
草
稿
﹂
︵
鉄
斎
美
術
館
蔵
︶
は
︑
鉄
斎
の
息
子
で
あ
る
一

八
才
の
後
継
者
︑
謙
蔵
︵
謙
三
︶
の
手
に
な
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
む
し
ろ
父
︑
鉄
斎
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
︒

緒
言

谷
鉄
臣
先
生
ノ
詩
文
︑
近
藤
芳
介
先
生
ノ
和
歌
ニ
高
名
ナ
ル
ハ
普
ク
世
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
︵
中
略
︶
吾
曹
二
先
生
ノ
為
ニ
古
稀
ノ
賀
筵
ヲ
開
ン
ト
欲
セ
シ

ニ
首
ト
シ
テ
北
垣
国
道
君
︑
宇
田
淵
君
ヲ
始
メ
在
京
ノ
文
人
墨
客
亦
多
ク
同
意
ア
リ
テ
︑
明
治
廿
四
年
四
月
十
九
日
ヲ
卜
シ
清
筵
ヲ
共
楽
館
︵
河
原
町
四

条
上
が
る
︶
ニ
開
ケ
リ
幸
ニ
山
階
宮
殿
下
︵
晃
親
王
︶
ニ
ハ
御
遊
歩
ノ
御
序
ヲ
以
テ
御
臨
席
被
為
在
御
歌
並
賜
金
ア
リ
︑
久
邇
宮
殿
下
ヨ
リ
モ
御
使
ヲ
以

テ
御
歌
並
賜
物
ア
リ
︑
実
ニ
二
先
生
ノ
光
栄
ナ
リ
︑
此
日
ヤ
細
川
潤
次
郎
君
︑
河
田
景
与
君
︑
原
保
太
郎
君
等
東
西
ヨ
リ
偶
然
来
会
セ
ラ
ル
︑
一
快
事
ト
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云
フ
ヘ
シ
︑
此
宴
座
ニ
絃
歌
ノ
声
ヲ
雑
エ
ス
︑
雅
談
清
話
ヲ
以
テ
互
ニ
歓
悞
ヲ
尽
セ
リ
︑
蓋
発
起
人
等
常
ニ
二
先
生
ノ
髙
致
ニ
敬
伏
ス
ル
故
ナ
リ
︑
茲
ニ

来
会
諸
君
ノ
詩
歌
ヲ
輯
メ
之
ヲ
印
刷
ニ
付
シ
同
志
ノ
諸
君
ニ
頒
ツ
ト
云
爾

発
起
人

河
田
景
福

頼
龍
三

富
岡
謙
三

谷
鉄
臣
は
文
久
期
以
来
︑
尊
攘
派
の
彦
根
藩
家
老
・
岡
本
半
介
︵
黄
石
︶
の
家
臣
と
し
て
働
き
︑
明
治
政
府
の
大
蔵
大
丞
や
左
院
議
官
と
な

る
が
︑
晩
年
は
京
都
で
鉄
斎
と
嵯
峨
の
宝
筐
院
の
復
興
を
は
か
る
な
ど
︑
文
人
と
し
て
す
ご
し
た
︒
近
藤
芳
介
は
︑
長
州
藩
出
身
で
宮
内
省
の

文
学
御
用
掛
の
歌
人
・
芳
樹
の
養
子
︑
松
尾
大
社
や
伏
見
稲
荷
の
宮
司
を
務
め
た
歌
人
で
あ
る
︒
谷
・
近
藤
の
古
稀
記
念
の
祝
賀
会
を
︑
鳥
取

藩
の
尊
攘
派
で
維
新
後
に
滋
賀
県
大
書
記
と
な
る
河
田
景
福
︑
頼
山
陽
の
孫
の
龍
三
︑
そ
し
て
弱
冠
一
八
歳
の
富
岡
謙
三
が
発
起
人
と
な
っ
て

い
る
︒
京
都
府
知
事
の
北
垣
国
道
︑
岩
倉
具
視
の
家
令
で
宮
内
省
支
庁
を
取
り
仕
切
っ
た
乙
訓
郡
出
身
の
医
者
で
も
あ
る
宇
田
淵
な
ど
の
文
人

墨
客
に
加
え
︑
京
都
に
隠
居
し
た
実
力
者
の
山
階
宮
晃
親
王
︑
そ
し
て
貴
族
院
議
員
の
細
川
潤
次
郎
︑
山
口
県
知
事
原
保
太
郎
な
ど
が
つ
ど
い
︑

清
談
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
︒

こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
と
も
に
あ
っ
た
鉄
斎
の
国
史
の
顕
彰
活
動
が
︑
近
代
に
お
け
る
政
府
の
政
策
や
︑
社
会
の
動
き
と
ど
の
よ
う
に

か
か
わ
る
の
か
を
考
え
た
い
︒
象
徴
的
な
の
が
︑
明
治
一
〇
年
︵
一
八
七
七
︶
大
和
行
幸
に
お
け
る
鉄
斎
の
活
動
で
あ
る
︒
大
鳥
神
社
大
宮
司

で
あ
っ
た
鉄
斎
は
︑
税
所
篤
堺
県
令
の
命
に
よ
り
︑
天
皇
陵
や
神
社
の
取
調
や
︑
行
在
所
の
飾
付
と
い
っ
た
行
幸
の
準
備
を
行
な
っ
た
︒
そ
の

記
録
と
し
て
長
大
な
﹁
堺
県
行
幸
道
筋
官
幣
大
社
御
陵
位
置
図
巻
﹂
︵
二
六
・
七
×
六
四
五
・
八
㎝
︑
荒
川
豊
蔵
資
料
館
蔵
︶
と
﹁
堺
県
行
在
所
御

飾
付
図
巻
﹂
︵
三
三
・
七
×
六
四
三
・
四
㎝
︑
同
館
蔵
︶
を
描
い
て
い
る
︒
明
治
一
〇
年
大
和
行
幸
に
お
け
る
行
在
所
の
古
物
の
飾
付
や
明
治
天
皇

の
蘭
奢
待
の
剪
り
取
り
な
ど
か
ら
︑
こ
の
時
期
に
始
ま
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
岡
倉
天
心
等
に
よ
る
近
代
美
術
や
文
化
財
行
政
と
は
別
の
︑
近
世
以

来
の
煎
茶
文
化
︑
古
物
世
界
が
底
流
に
あ
っ
た
こ
と
も
論
じ
た
い
︒

①

﹃
叙
位
裁
可
書
・
大
正
十
三
年
﹄
叙
0
0
8
1
6
1
0
0
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︒
こ
の

﹁
富
岡
百
錬
事
蹟
略
﹂
は
無
記
名
で
あ
る
が
︑
小
川
琢
治
︑
本
田
成
之
ら
と
計
っ
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て
︑
長
尾
雨
山
と
狩
野
直
喜
が
譔
書
し
た
﹁
故
帝
室
技
芸
員
帝
国
美
術
院
会
員
従

四
位
鉄
斎
富
岡
先
生
墓
誌
﹂
と
内
容
の
重
な
る
部
分
が
多
く
︑
ま
た
文
部
省
に
提

出
し
た
﹁
事
蹟
略
﹂
の
筆
跡
が
長
尾
雨
山
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
同
じ
よ

う
に
京
都
の
学
者
た
ち
の
共
同
作
業
で
作
文
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
小
高
根
太

郎
﹃
富
岡
鉄
斎
の
研
究
﹄
芸
文
書
院
︑
一
九
四
四
年
︑
柏
木
知
子
・
森
藤
光
宣

﹁
﹁
富
岡
鉄
斎
と
長
尾
雨
山
・
内
藤
湖
南
﹂
展
に
つ
い
て

作
品
・
資
料
の
翻

刻
と
解
説
﹂
﹃
宝
塚
市
史
研
究
紀
要
﹁
た
か
ら
づ
か
﹂
﹄
第
二
七
号
︑
二
〇
一
五

年
︶
︒

②

富
岡
益
太
郎
編
﹁
富
岡
家
略
系
図
﹂
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
第
四
号
︑
一
九
七
一
年
︑

柴
田
実
﹃
梅
岩
と
そ
の
門
流

石
門
心
学
史
研
究
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九

七
七
年
︑
杉
本
秀
太
郎
﹃
大
田
垣
蓮
月
﹄
青
幻
舎
︑
二
〇
〇
四
年
︒

③

﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︑
一
九
九
一
年
︒

④

慶
応
三
年
一
二
月
九
日
の
王
政
復
古
の
大
号
令
の
発
布
で
は
︑
多
く
の
公
家
達

が
﹁
建
武
中
興
﹂
を
参
照
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
︑
岩
倉
具
視
が
一
喝
し
て
︑

﹁
神
武
創
業
﹂
を
王
政
復
古
の
﹁
規
準
﹂
と
し
た
︒
慶
応
三
年
段
階
で
︑
明
治
維

新
の
模
範
と
し
て
︑
神
武
創
業
と
南
朝
の
顕
彰
が
出
揃
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
慶
応

四
年
四
月
一
一
日
に
は
︑
太
政
官
達
で
楠
社
を
湊
川
に
創
建
す
る
旨
︑
太
政
官
達

が
だ
さ
れ
た
︵
村
上
重
良
﹃
慰
霊
と
招
魂

靖
国
の
思
想
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九

七
四
年
︶
︒

⑤

富
岡
益
太
郎
編
﹁
富
岡
鉄
斎
年
譜
﹂
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
第
六
号
︑
一
九
七
二
年
︒

⑥

﹁
土
佐
古
国
府
趾
詩
書
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
三
八
号
︑
一
九
七
九
年
︒

⑦

同
日
の
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
に
も
こ
の
記
事
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
︒

⑧

鉄
斎
の
赤
穂
義
士
の
顕
彰
に
つ
い
て
は
︑
森
芳
光
﹁
富
岡
鉄
斎
︿
書
簡
今
泉
氏

宛
﹀
を
め
ぐ
っ
て

鉄
斎
の
赤
穂
義
士
顕
彰
活
動
︑
鉄
斎
と
今
泉
雄
作
の
交

流
﹂
﹃
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
六
︑
二
〇
〇
四
年
︑
を
参
照
︒

⑨

小
髙
根
太
郎
﹃
富
岡
鉄
斎
の
研
究
﹄
芸
文
書
院
︑
一
九
四
四
年
︒

⑩

小
髙
根
太
郎
﹃
富
岡
鉄
斎
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
〇
年
︒

⑪

﹁
北
巡
日
記
﹂
明
治
七
年
九
月
一
日
条
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

⑫

﹁
贈
従
五
位
熊
谷
直
孝
事
蹟
﹂
﹃
熊
谷
家
文
書
﹄
三
九
六
﹁
熊
谷
家
略
伝
﹂
同

三
八
七
︑
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
︒
小
林
丈
広
﹁
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
都
市
振

興
策
と
公
共
性

近
世
都
市
経
営
論
の
可
能
性
﹂
﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
〇
六
号
︑

二
〇
一
三
年
︒

⑬

﹃
熊
谷
家
文
書
﹄
五
二
一
︒

⑭

﹃
熊
谷
家
文
書
﹄
二
〇
七
︒

⑮

﹃
熊
谷
家
文
書
﹄
二
〇
二
︑
二
一
三
︒
直
恭
・
直
孝
父
子
の
公
共
的
業
務
に
対

し
て
︑
直
行
は
家
業
再
建
に
専
心
し
た
︵
小
林
丈
広
﹁
明
治
維
新
後
の
熊
谷
家

鳩
居
堂
を
め
ぐ
る
二
︑
三
の
史
料
﹂
﹃
文
化
学
年
報
﹄
六
五
号
︑
二
〇
一
六

年
︶
︒

一

鉄
斎
の
学
問
と
旅

︵
�
)

『
歴
遊
晩
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄

﹁
富
岡
百
錬
事
蹟
略①
﹂
で
は
︑
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百
錬
素
気
節
ア
リ
︑
明
治
維
新
ト
共
ニ
本
邦
ノ
地
理
ヲ
研
究
セ
ン
ト
シ
︑
全
国
ヲ
踏
査
シ
︑
名
山
大
川
足
跡
ノ
印
セ
ザ
ル
所
少
シ
︑
岩
下
方
平
︑
雲
介
先

生
ノ
諢
名
ヲ
附
ス
ル
ニ
至
ハ
後
内
務
省
ニ
地
理
局
ノ
設
ケ
ラ
ル
ヽ
ニ
及
ビ
︑
佐
々
木
總
四
郎
ト
謀
リ
地
志
数
百
冊
ヲ
献
納
シ
︑
御
下
賜
金
ヲ
賜
ハ
ル
︑
蓋

シ
其
山
川
跋
渉
セ
シ
ハ
︑
或
ハ
国
防
ヲ
想
到
セ
シ
為
ナ
ラ
ン
カ
︑
百
錬
モ
ト
敬
神
尊
王
ノ
念
篤
ク
︑
且
ツ
忠
臣
義
士
ノ
遺
蹟
ノ
頽
廃
ヲ
患
ヒ
之
ヲ
復
興
保

存
セ
シ
コ
ト
少
カ
ラ
ズ

と
記
さ
れ
て
い
る
︒

明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
九
月
二
五
日
の
皇
国
地
誌
編
集
の
た
め
﹁
関
涉
ノ
書
籍
並
地
図
類
遍
ク
採
集
﹂
す
べ
き
と
の
太
政
官
布
告
第
二
九

〇
号
を
受
け
て
︑
翌
明
治
六
年
一
二
月
八
日
に
東
三
本
木
の
富
岡
百
錬
と
寺
町
御
池
下
る
竹
笣
書
楼
の
佐
々
木
惣
四
郎
が
︑
所
蔵
す
る
地
誌
類

を
京
都
府
を
通
じ
て
地
誌
課
へ
献
納
し
︑
三
〇
円
が
下
賜
さ
れ
て
い
る②
︒
こ
の
行
為
に
は
︑
﹁
国
防
ヲ
想
到
セ
シ
為
﹂
と
い
う
鉄
斎
の
勤
王
の

意
志
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

﹃
摂
津
大
阪
町
割
図
﹄
﹃
伊
賀
国
ノ
図
﹄
﹃
伊
勢
国
ノ
図
﹄
﹃
寛
文
江
戸
ノ
図
﹄
﹃
陸
奥
国
ノ
図
﹄
﹃
九
州
並
二
島
ノ
図
﹄
﹃
大
和
国
王
台
原
図
﹄

﹃
山
城
国
菟
芸
泥
卦
﹄
﹃
伊
賀
国
風
土
記
﹄
﹃
信
濃
国
志
﹄
﹃
土
佐
国
式
社
考
﹄
﹃
長
崎
志
﹄
﹃
日
向
国
高
千
穂
二
上
図
考
証
﹄
﹃
諸
州
採
薬
記
﹄

﹃
東
遊
雑
記
﹄
な
ど
︑
古
今
全
土
に
及
ぶ
地
図
・
地
誌
類
︑
一
六
〇
点
に
達
し
︑
そ
の
な
か
に
は
︑
﹃
甲
州
噺
﹄
﹃
美
作
志
﹄
﹃
長
崎
志
﹄
︑
そ
し

て
明
治
五
年
の
﹃
巡
土
雑
話③
﹄
︵
鉄
斎
美
術
館
蔵
︶
と
は
異
本
の
鉄
斎
に
よ
る
﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄
一
︑
二④
な
ど
︑
国
立
公
文
書
館

︵
内
閣
文
庫
︶
に
現
存
す
る
も
の
が
あ
る
︒

鉄
斎
は
︑
自
ら
の
旅
の
目
的
と
し
て
︑
地
理
課
に
献
納
し
た
﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄
の
な
か
で
︑

余
︑
少
年
ヨ
リ
︑
海
内
ノ
地
理
研
究
︑
且
ツ
ハ
経
世
ノ
名
士
奇
人
ヲ
尋
ン
ト
︑
東
ニ
遊
ヒ
西
ニ
漂
泊
シ
見
聞
ス
ル
所
ヲ
筆
記
ス
ル
ウ
チ
ノ
雑
記
也
︵
中
略
︶

唯
世
ノ
中
ハ
古
今
ノ
変
革
ア
レ
ハ
︑
古
キ
地
図
地
誌
ニ
拘
リ
テ
ハ
︑
謬
ル
事
多
シ
︑
ヨ
リ
テ
時
ニ
ト
リ
テ
︑
親
シ
ク
見
マ
ヽ
ホ
シ
ク
思
ヒ
︑
年
ト
シ
テ
出
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サ
ル
ハ
ナ
シ
︑
近
キ
ヨ
リ
遠
ニ
及
ホ
ス
心
ナ
レ
ハ
︑
我
邦
ノ
地
理
ヲ
︑
思
ヒ
ダ
チ
シ
也
︵
中
略
︶
其
ノ
中
ニ
モ
︑
古
ノ
勤
王
忠
烈
ノ
遺
像
︑
又
ハ
古
墳
ヲ

捜
索
シ
︑
湮
滅
ヲ
畏
レ
︑
書
シ
ル
シ
置
モ
ノ
︑
我
微
志
ア
リ
テ
也
︵
中
略
︶

と
論
じ
︑
過
去
の
地
図
や
地
誌
を
た
だ
し
︑
辺
境
に
足
を
運
び
︑
時
空
の
近
き
よ
り
古
き
に
ま
で
心
を
及
ぼ
し
︑
﹁
勤
王
忠
烈
ノ
遺
像
﹂
﹁
古
墳

ヲ
捜
索
し
︑
湮
滅
﹂
を
防
ぐ
こ
と
を
志
し
た
と
い
う
︒
同
じ
時
期
︑
明
治
五
年
九
月
の
﹃
京
都
新
聞
﹄
︵
第
三
九
号
︶
に
は
﹁
富
岡
鉄
斎
︑
地
学

講
究
或
ハ
古
昔
ノ
忠
臣
義
士
の
事
跡
ヲ
捜
索
ノ
為
︑
歴
遊
ス
ル
所
︑
春
来
既
ニ
千
里
ニ
及
﹂
と
報
じ
ら
れ
た
︒

さ
て
﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄
で
は
︑
最
初
に
明
治
五
年
五
月
に
登
っ
た
高
千
穂
峰
を
あ
げ
る
︒
明
治
天
皇
九
州
行
幸
に
︑
大
阪
府

大
参
事
岩
下
方
平
に
随
行
し
て
︑
五
月
一
一
日
に
岩
下
と
と
も
に
︑
高
千
穂
峰
に
の
ぼ
り
﹁
世
ニ
伝
ウ
ル
神
代
ノ
天
ノ
逆
矛
鎮
坐
﹂
す
る
の
を

み
て
絵
画
に
残
し
て
い
る
︒
平
田
派
国
学
者
の
友
人
︑
矢
野
玄
道
も
登
っ
た
と
い
う
︒

続
く
﹁
楠
公
之
像
﹂
で
は
︑
河
内
錦
部
郡
天
野
村
の
金
剛
峯
寺
︑
観
心
寺
の
後
村
上
天
皇
の
陵
︑
楠
公
の
首
塚
︑
楠
公
の
束
帯
の
古
像
を
も

つ
水
分
明
神
︑
挿
絵
で
は
神
南
備
村
の
楠
公
室
南
江
氏
の
楠
妃
庵
に
も
言
及
し
︑
四
條
畷
の
史
跡
に
転
じ
る
︒

又
讃
良
郡
四
条
畷
辺
︑
甲
可
之
南
︑
苅
屋
村
ニ
楠
正
行
朝
臣
正
命
ノ
地
ア
リ
︑
今
ハ
田
ノ
中
ニ
少
シ
ク
残
レ
ル
︑
楠
ノ
数
百
年
ヲ
歴
シ
老
樹
ト
︑
其
傍
ニ

イ
ト
苔
ム
ス
シ
タ
ル
古
墓
ア
リ
︑
老
農
ノ
話
シ
ニ
ハ
︑
南
無
仏
ノ
文
字
ア
ル
ト
︑
手
ヲ
撫
ス
レ
ハ
︑
イ
カ
ニ
モ
然
リ
ト
見
ユ
︑
是
ハ
当
時
打
死
ノ
節
︑
足

利
氏
ヲ
憚
リ
︑
止
ム
ヲ
得
ス
シ
テ
如
此
︑
楠
氏
正
命
ノ
表
ヲ
隠
然
ト
セ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
︑
向
フ
ノ
山
︑
敵
師
直
ノ
陣
ト
リ
シ
所
ナ
リ
︑
此
辺
ハ
当
時
︑

南
朝
勤
王
勇
士
之
古
墳
ア
マ
タ
有
リ
︑
余
ハ
其
正
命
ノ
地
ニ
小
楠
公
之
霊
ヲ
祭
祀
セ
ン
ト
往
来
シ
︑
今
堺
県
ノ
管
轄
地
ナ
ル
ヲ
以
テ
︑
県
令
公
税
所
翁
ニ

談
ス
︑
嗚
呼
忠
臣
日
月
ニ
光
リ
ヲ
争
フ
︑
名
臣
ノ
古
跡
消
滅
セ
︵
ン
︶
事
︑
傷
ム
ニ
ア
マ
リ
︑
何
卒
後
代
ノ
勧
善
ノ
為
︑
公
ノ
霊
威
ヲ
N
サ
ン
ト
︑
有
志

ノ
人
︑
ツ
ト
メ
ン
サ
ラ
ン
哉
︵
中
略
︶
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こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
︑
四
條
畷
の
村
瀬
栲
亭
の
碑
文
が
た
つ
﹁
小
楠
公
正
命
地
﹂
に
赴
き
︑
楠
の
老
樹
の
傍
ら
の
古
墓
に
︑
老
農
が
﹁
手

を
合
わ
せ
れ
ば
正
行
の
墓
に
間
違
い
な
い
と
感
じ
る
﹂
と
の
話
を
聞
き
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
現
地
に
た
ち
﹁
口
碑
流
伝
﹂
を
採
集
し
︑

文
献
考
証
す
る
の
は
一
九
世
紀
の
学
知
の
あ
り
方
で
あ
る
︒
さ
ら
に
正
行
最
期
の
地
と
し
て
︑
﹁
古
跡
消
滅
﹂
を
痛
ん
で
︑
堺
県
令
税
所
篤
に

志
を
も
っ
て
保
存
を
は
た
き
か
け
て
い
る
︒

﹁
王
台
原
︵
大
台
ヶ
原
︶
﹂
へ
の
旅
は
︑
明
治
四
年
五
月
八
日
に
大
阪
で
岩
下
方
平
宅
に
泊
ま
り
︑
翌
日
大
阪
府
知
事
西
四
辻
公
業
を
訪
問

し
︑
下
市
︑
辻
堂
を
へ
て
王
台
原
・
高
野
谷
に
い
た
る
︒
続
く
越
前
敦
賀
の
﹁
武
田
光
雲
斎
墳
﹂
で
は
︑
慶
応
元
年
二
月
四
日
の
﹁
将
帥
参
謀

魁
首
﹂
の
二
四
人
の
斬
首
に
は
じ
ま
り
︑
そ
の
後
︑
水
戸
藩
尊
攘
派
の
天
狗
党
の
斬
首
者
が
三
四
三
人
に
の
ぼ
っ
た
現
地
を
︑
鉄
斎
は
踏
査
し

た
︒
﹁
嗚
呼
︑
憐
ナ
ル
事
限
ナ
シ
︑
諸
藩
︑
又
勤
王
有
志
之
寄
進
手
向
多
シ
﹂
と
記
す
︒
そ
れ
か
ら
享
保
期
に
僧
禅
海
が
豊
後
の
耶
馬
渓
近
く

の
海
際
の
難
路
を
切
り
開
い
た
﹁
豊
後
岩
穴
道
﹂
を
回
顧
す
る
︒

さ
ら
に
南
朝
史
蹟
が
続
く
︒
美
作
国
﹁
院
庄
﹂
に
は
後
醍
醐
天
皇
の
行
宮
址
が
あ
り
︑
維
新
後
に
桜
宮
を
創
建
し
て
﹁
後
醍
醐
天
皇
ノ
御
霊

ヲ
崇
メ
奉
リ
︑
傍
ニ
朝
臣
ノ
像
ヲ
安
置
ス
﹂
︒
ま
た
紀
州
中
辺
路
の
近
露
村
に
て
︑
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
を
今
に
伝
え
る
戸
長
瀬
︵
野
長
瀬
︶
六

郎
の
末
裔
を
訪
ね
︑
一
泊
し
﹁
モ
ノ
カ
タ
リ
﹂
し
た
思
い
出
を
記
す
︒

次
い
で
京
都
府
南
山
城
の
士
族
授
産
の
童
仙
房
を
訪
ね
て
は
︑
開
拓
の
困
難
を
実
見
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
以
下
の
﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄
の
神
武
陵
の
記
述
か
ら
は
︑
鉄
斎
の
陵
墓
考
証
の
方
法
論
が
︑
明
ら
か
に
な
る
︒

︵
中
略
︶
辛
未
四
月
十
三
日
︑
国
恩
ノ
遍
キ
ヲ
人
ニ
深
ク
浴
シ
ヌ
レ
ハ
︑
此
ノ
海
山
ヨ
リ
深
キ
恵
ミ
ヲ
思
フ
ニ
イ
ツ
カ
御
陵
ニ
参
拝
セ
ン
ト
︑
則
此
日
恐

ミ
遙
ニ
拝
シ
︑
又
余
ハ
兼
テ
歴
聖
ノ
御
陵
ヲ
拝
シ
︑
未
御
修
営
ノ
ナ
キ
ヲ
官
ニ
写
シ
献
セ
ン
ト
︑
久
シ
ク
心
ヲ
用
イ
タ
リ
友
人
津
久
井
清
影
︵
平
塚
飄
斎
︶
︑

谷
森
種
松
︵
善
臣
︶
大
人
等
︑
早
ク
此
事
ニ
心
ヲ
労
シ
タ
リ
︵
中
略
︶
諸
陵
式
ニ
畝
旁
山
東
北
陵
︑
兆
域
東
西
一
町
︑
南
北
二
町
︑
山
陵
志
曰
︑
大
祖
為

神
武
︑
神
武
陵
在
畝
旁
山
東
北
嵎
︑
猶
又
松
下
氏
ノ
廟
陵
記
︑
其
外
聖
蹟
図
志
ニ
詳
ナ
レ
ド
︑
御
修
営
ノ
ナ
キ
時
ニ
誌
ル
セ
ル
也
︑
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明
治
四
年
四
月
一
三
日
に
神
武
天
皇
陵
に
参
拝
し
た
が
︑
鉄
斎
は
陵
墓
に
対
す
る
関
心
を
幕
末
以
来
持
ち
続
け
歴
代
の
陵
墓
を
巡
り
︑
修
陵

の
必
要
性
を
友
人
の
京
都
町
奉
行
所
の
与
力
・
平
塚
瓢
斎
や
谷
森
善
臣
と
と
も
に
共
有
し
て
き
た
︒
﹃
山
陵
志
﹄
を
記
し
た
蒲
生
君
平
の
志
が
︑

王
政
復
古
後
に
成
就
し
た
︒
鉄
斎
は
︑
一
〇
世
紀
の
基
本
史
料
で
あ
る
﹃
延
喜
式

諸
陵
式
﹄
︑
松
下
見
林
の
﹃
前
王
廟
陵
記
﹄
︑
平
塚
瓢
斎
の

﹃
聖
蹟
図
志
﹄
な
ど
︑
当
時
の
神
武
陵
研
究
の
水
準
を
き
っ
ち
り
と
押
さ
え
て
い
た
︒
ま
た
旧
暦
三
月
の
神
武
祭
の
祭
典
の
様
子
を
伝
え
る
︒

明
治
三
年
よ
り
明
治
五
年
ま
で
の
太
陰
暦
に
お
い
て
は
︑
三
月
一
一
日
は
神
武
天
皇
祭
で
正
辰
を
祝
う
親
祭
で
あ
り
︑
明
治
三
年
に
は
留
守
長

官
中
御
門
経
之
が
勅
使
と
し
て
神
武
陵
に
遣
わ
さ
れ
た⑤
︒
さ
ら
に
﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄
は
﹁
南
江
州
信
楽
郷
﹂
﹁
同
南
東
﹂
﹁
梅
花

世
界
﹂
と
続
き
︑
最
後
は
﹁
村
落
ノ
名
﹂
の
節
で
結
ば
れ
て
お
り
︑
近
江
国
高
島
郡
三
十
日
村
の
﹁
ヒ
シ
メ
村
﹂
︑
上
野
国
碓
氷
郡
行
田
村
の

﹁
ナ
メ
タ
村
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
難
読
地
名
を
︑
管
轄
地
方
官
が
正
し
て
︑
か
な
を
付
す
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
︒
し
か
し
異
本
の
﹃
巡
土
雑

話
﹄
︵
鉄
斎
美
術
館
所
蔵
︶
で
は
︑
﹁
薩
州
並
琉
球
之
話
﹂
﹁
月
ヶ
瀬
﹂
と
続
き
︑
日
本
の
﹁
周
廻
﹂
一
九
六
一
里
余
の
﹃
日
本
地
理
略
﹄
の
引
用

で
同
書
を
締
め
て
い
る
︒︵

�
)

｢
吉
野
山
花
見
﹂

旅
行
記
と
し
て
︑
四
〇
歳
の
鉄
斎
に
よ
る
︑
明
治
八
年
︵
一
八
七
五
︶
四
月
の
﹁
吉
野
山
花
見
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
と
き
同
行
し
た
の
は
︑
三

河
出
身
の
山
中
信
天
翁
︵
献
・
静
逸
︶
︑
医
者
で
民
俗
学
者
江
馬
務
の
父
・
江
馬
天
江
︑
漢
詩
人
の
神
山
鳳
陽
︑
元
彦
根
藩
家
老
の
岡
本
黄
石

︵
半
介
︶
で
あ
り
︑
心
許
す
文
人
仲
間
と
の
旅
と
な
っ
た
︒

四
月
一
四
日
︑
京
都
か
ら
小
倉
︑
長
池
︑
木
津
と
南
下
し
︑
奈
良
押
上
町
で
奈
良
県
少
属
で
博
覧
会
掛
︑
の
ち
に
宮
内
省
で
正
倉
院
管
理
に

携
わ
る
稲
生
真
履
に
会
い
︑
東
大
寺
東
南
院
︵
の
ち
の
明
治
一
〇
年
行
幸
の
行
在
所
︶
を
宿
所
と
す
る
︒
こ
こ
で
盟
友
板
倉
槐
堂
も
合
流
す
る
︒

︵
四
月
︶
十
五
日
︑
早
起
︑
博
覧
会
ニ
赴
ク
︑
大
仏
堂
内
ハ
悉
ク
正
倉
院
ノ
御
宝
庫
ト
テ
︑
聖
武
天
皇
之
御
物
︑
並
孝
謙
天
皇
ノ
御
物
也
︑
世
所
調 マ

マ

蘭
奢
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待
︑
紅
雀
香
外
︑
百
物
之
御
宝
ア
リ
︑
七
弦
琴
裏
︑
開
元
ノ
銘
ア
リ
︑
︵
図
ア
リ
︶
韓カ
ラ

墨
色
々
ア
リ

一
︑
大
塔
宮
危
難
ヲ
逃
レ
玉
フ
唐
櫃
モ
此
ニ
出
タ
リ
︑
此
博
覧
会
品
物
ハ
︑
天
平
宝
字
年
甚
多
︑
一
時
ニ
観
ル
コ
ト
能
ワ
ズ

こ
の
奈
良
博
覧
会
で
は
大
仏
殿
内
に
は
正
倉
院
宝
物
が
展
示
さ
れ
︑
東
西
両
回
廊
に
は
そ
の
他
の
美
術
品
が
展
示
さ
れ
た⑥
︒
こ
こ
で
興
味
深

い
の
は
︑
聖
武
天
皇
や
孝
謙
天
皇
の
御
物
の
な
か
で
︑
﹁
蘭
奢
待
︑
紅
雀
香
外
︑
百
物
之
御
宝
﹂
と
記
さ
れ
︑
近
世
以
来
の
古
物
を
代
表
す
る

も
の
が
︑
蘭
奢
待
を
は
じ
め
と
す
る
香
木
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
︒
蘭
奢
待
の
語
に
は
︑
﹁
東
大
寺
﹂
の
文
字
が
象
徴
的
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
﹁
建
武
二
年
︑
楠
正
成
祭
修
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
綾
藺
笠
や
︑
大
塔
宮
と
と
も
に
逃
れ
て
き
た
唐
櫃
と
い
っ
た
南
朝
遺
物

の
展
示
に
も
関
心
を
寄
せ
る
︒
天
平
宝
字
や
唐
の
開
元
の
年
号
に
も
注
目
す
る
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
一
八
九
〇
年
代
以
降
︑
岡
倉
天
心
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
以
降
の
天
平
文
化
の
粋
と
し
て
の
正
倉
院
御
物
︑
そ
の
美
術
品
と
し
て
の
鳥
毛
立
女
屛
風
︑
漆
胡
瓶
︑
螺
鈿
琵
琶
と
い
っ
た
標
準

作
の
美
術
品
と
は
違
う
古
物
世
界
︑
文
人
趣
味
の
正
倉
院
宝
物
へ
の
視
線
で
あ
る
︒

同
月
一
七
日
︑
長
谷
寺
詣
を
へ
て
上
市
か
ら
桜
満
開
の
な
か
︑
吉
野
に
い
た
る
︒
翌
日
︑
﹁
吉
水
院
﹂
︵
後
の
吉
水
神
社
で
は
な
く
寺
院
の
名
称
︶

を
詣
で
た
の
ち
︑
如
意
輪
寺
で
︑
後
醍
醐
天
皇
陵
・
小
楠
公
の
髻
塚
に
参
拝
し
︑
扉
に
書
か
れ
た
小
楠
公
の
﹁
か
へ
ら
し
と
か
ね
て
お
も
へ
ハ

梓
弓
な
き
数
ニ
入
る
名
を
そ
と
ゝ
む
る
﹂
の
歌
を
確
認
し
た
︒

翌
一
九
日
は
︑
北
上
し
︑
﹁
是
ヨ
リ
畝
傍
山
ヲ
目
的
ト
シ
走
ル
︑
欽
明
帝
の
御
陵
ヲ
過
キ
︑
御
坊
村
ヲ
経
テ
畝
傍
山
神
武
天
皇
ノ
東
北
御
陵

ヲ
拝
ス
︑
右
陵
小
□
之
番
家
ニ
至
ル
︑
此
番
屋
之
主
人
︑
此
御
陵
ヲ
守
護
ス
﹂
と
記
す
︒
こ
の
日
︑
鳥
屋
村
の
医
者
を
業
と
す
る
増
田
周シ

ウ

伯
の

家
に
泊
ま
り
︑
雅
な
主
人
と
物
語
す
る
︒

増
田
氏
ノ
説
ニ
︑
宣
化
帝
ノ
御
陵
ハ
違
エ
リ
︑
斉
明
帝
ノ
御
陵
ナ
リ
ト
︑
宣
化
帝
陵
︑
外
ニ
有
ト
︑
官
ヨ
リ
御
陵
ト
云
︑
其カ

地
百
性マ
マ

持
来
田
地
︑
御
用
之

処
︑
代
価
容
易
ニ
御
下
ケ
無
ク
ニ
付
︑
耕
業
ノ
難
儀
ニ
成
ル
故
︑
不
得
止
隠
シ
居
ル
風
ト
成
︑
又
古
来
名
寄

簿
チ
ョ
ウ

︑
又
字
ノ
伝
エ
来
ル
モ
︑
忌
テ
不
言
︑
且

富岡鉄斎が顕彰する国史（高木）
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農
夫
其
地
ニ
代
々
住
居
ス
ル
故
︑
能
伝
エ
ル
モ
ノ
儘
ア
ル
モ
︑
世
ノ
学
士
或
ハ
官
員
︑
自
箇
ノ
見
込
ヲ
議
論
ス
ル
故
︑
間
違
ノ
出
来
ル
事
甚
多
ト

増
田
の
話
で
は
︑
宣
化
天
皇
陵
は
治
定
が
間
違
っ
て
お
り
︑
本
当
は
斉
明
天
皇
陵
で
あ
る
と
︒
な
ぜ
な
ら
真
の
宣
化
天
皇
陵
は
︑
治
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
︑
囲
い
込
ま
れ
て
耕
作
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
農
民
が
︑
﹁
名
寄
簿
﹂
の
史
料
的
根
拠
が
あ
る
の
に
申
告
せ
ず
︑
隠
し

て
い
る
か
ら
と
し
た
︒

こ
こ
で
鉄
斎
は
︑
現
地
に
足
を
運
ん
で
︑
地
域
の
人
々
に
史
跡
の
由
緒
を
聞
き
と
る
調
査
を
し
な
い
学
者
・
官
僚
一
般
の
無
知
を
非
難
し
て

い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
口
碑
流
伝
﹂
の
採
取
や
︑
現
地
に
足
を
運
ん
だ
調
査
は
︑
国
学
者
・
儒
者
た
ち
の
﹁
一
九
世
紀
の
学
知
﹂
で
あ
っ
た⑦
︒

明
治
一
〇
年
代
の
﹁
吉
野
山
図
﹂
︵
四
十
歳
代
︶
の
画
賛
に
︑
鉄
斎
は
い
う
﹁
暦
を
閲み

て
芳
野
に
遊
ぶ
︒
桜
花
爛
漫
の
天
︒
聖
陵
修
し
て
石
を

畳
み
︒
僧
寺
廃
し
て
田
と
為
る
︒
涙
を
洒
ぐ
南
朝
の
蹟
︒
情
を
傷
ま
し
む
建
武
の
年
︒
猶
伝
へ
て
口
碑
在
り
︒
村
老
︑
話
綿
綿 ⑧

︒
﹂
︒
彼
の
学
知

が
躍
如
す
る
︒

︵
	
)

鉄
斎
の
風
景
観

旅
す
る
鉄
斎
の
風
景
観
は
︑
中
国
の
文
人
画
の
主
題
の
見
立
て
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
鉄
斎
は
︑
明
治
八
年
︵
一
八
七
五
︶
︑
明
治
二
八
年
︑
明

治
三
〇
年
ほ
か
︑
し
ば
し
ば
月
ヶ
瀬
を
訪
れ
た⑨
︒
明
治
五
年
の
﹃
巡
土
雑
話
﹄
︵
鉄
斎
美
術
館
蔵
︶
の
な
か
で
︑
月
ヶ
瀬
に
つ
い
て
﹁
誠
ニ
余
か

漫
遊
之
内
に
て
︑
梅
花
之
多
き
と
︑
土
地
の
佳
な
る
ハ
︑
此
境
に
及
ふ
者
な
し
︑
梅
花
の
世
界
と
い
ふ
べ
し
︵
中
略
︶
余
屢
々
遊
ひ
ぬ
︑
山
中

な
れ
ハ
飲
食
不
自
由
な
れ
と
酒
亭
あ
り
︑
土
地
寂
寥
な
れ
ハ
︑
仙
境
ニ
遊
ふ
こ
ゝ
ち
せ
り
﹂
と
の
べ
︑
明
治
八
年
の
﹁
月つ
き

瀬が
せ

図
﹂
の
画
賛
で
は
︑

﹁
谷
と
無
く
山
と
無
く
梅
な
ら
ざ
る
は
無
し
︒
梅
花
多
き
処
水
縈え
い

廻か
い

す
︒
咲わ
ら

ふ
吾
の
探
奇
の
癖
有
る
を
︒
ま
た
同
人
を
伴
ひ
て
得
々
来
る⑩
﹂
︒

鉄
斎
は
月
ヶ
瀬
に
︑
文
人
画
の
象
徴
的
な
梅
の
風
景
と
し
て
︑
﹁
探
奇
﹂
︵
優
れ
た
風
景
︶
の
仙
境
を
み
る
︒

地
理
課
に
献
納
し
た
﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話⑪
﹄
︵
明
治
五
年
︶
で
は
︑
﹁
此
地
ノ
書
ニ
見
エ
シ
ハ
橘
庵
漫
筆
ニ
見
ユ
ル
ヲ
初
ト
ス
︑
其
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後
頼
山
陽
翁
︑
拙
堂
︑
星
巌
諸
老
相
続
賞
遊
ス
︑
竟
ニ
月
瀬
記
勝
モ
出
タ
リ
︑
余
ハ
武
陵
桃
原
ニ
比
シ
テ
︑
屢
々
遊
ビ
︑
又
余
漫
遊
中
︑
是
程

梅
花
ノ
多
キ
ヲ
見
ズ
﹂
と
鉄
斎
は
記
し
︑
頼
山
陽
ら
近
世
文
人
の
紀
行
に
導
か
れ
て
︑
自
身
は
武
陵
桃
原
に
見
立
て
た
と
す
る
︒

大
室
幹
雄
は
﹃
月
瀬
幻
影⑫
﹄
に
お
い
て
︑
﹁
月
ヶ
瀬
の
景
観
に
即
す
れ
ば
︑
山
水
と
梅
花
か
ら
構
成
さ
れ
る
そ
の
景
観
の
美
質
を
風
景
と
し

て
発
見
し
た
の
は
︑
︵
斎
藤
︶
拙
堂
や
︵
頼
︶
山
陽
の
教
養
の
美
的
な
内
実
で
あ
っ
た
江
戸
シ
ノ
ワ
ズ
リ
の
引
喩
的
な
眼
差
し
﹂
と
論
じ
る
が
︑

ま
さ
に
鉄
斎
に
受
け
継
が
れ
る
視
線
と
な
っ
た
︒

岡
倉
天
心
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
︵
明
治
二
四
年
︶
に
は
じ
ま
る
二
〇
世
紀
の
美
術
史
や
文
化
財
行
政
に
お
い
て
︑
宇
治
は
平
安
後
期
の
貴
族
文

化
︑
国
風
文
化
を
代
表
し
た
︒
し
か
し
鉄
斎
に
と
っ
て
宇
治
で
重
要
な
の
は
︑
国
宝
・
鳳
凰
堂
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
な
く
︑
通
円
・
売
茶
翁

の
煎
茶
世
界
で
あ
り
︑
中
国
の
景
勝
︑
赤
壁
へ
の
見
立
て
で
あ
る
︒

明
治
二
二
年
の
﹁
鉄
斎
筆
記⑬
﹂
に
よ
る
と
︑
鳳
凰
堂
と
釣
殿
二
棟
が
描
か
れ
た
﹁
宇
治
平
等
院
之
旧
絵
図
一
枚
﹂
を
鉄
斎
は
借
覧
し
て
い
る
︒

そ
し
て
﹁
此
寺
ニ
別
段
宝
物
之
名
高
き
品
な
し
﹂
と
評
価
し
て
い
る
︒
鉄
斎
の
関
心
は
︑
菟
道
若
郎
王
子
墓
の
比
定
地
の
真
偽
で
あ
り
︑
上
林

家
所
蔵
の
文
化
文
政
期
の
﹁
採
茶
之
図
巻
﹂
な
ど
で
あ
っ
た
︒
何
よ
り
も
通
円
家
に
て
﹁
通
円
之
画
像
﹂
を
借
り
て
︑
住
吉
内
記
の
筆
︑
柴
野

栗
山
の
題
賛
を
確
認
し
︑
﹁
系
図
一
巻
︑
通
円
之
不
分
明
︑
僅
ニ
承
久
年
︑
茶
を
煮
て
往
来
人
ニ
鬻
ぐ
︑
大
敬
庵
と
号
す
︑
平
等
院
ニ
墓
碑
あ

り
︑
後
世
建
る
所
と
ぞ
﹂
と
考
証
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
豊
公
三
之
間
之
汲
水
桶
一
箇
﹂
を
確
認
し
て
い
る
︒
通
円
へ
の
傾
倒
は
︑
大
正
期
︑

八
〇
歳
代
の
作
︑
﹁
宇
治
勝
景
図
﹂
の
画
賛
に
も
あ
ら
わ
れ
た
︒
﹁
山
は
三
方
を
塞
ぎ
水
は
一
方
︒
陸り

く

蘆ろ

︵
茶
人
・
通
円
を
指
す
︶
︑
家
は
住
す

水
雲
の
郷
︒
鳳
凰
の
古
閣
︑
千
歳
を
経
た
り
︒
遊
人
に
附
与
し
て
断
腸
を
為
さ
し
む⑭
﹂
︒

大
正
一
一
年
︵
一
九
二
二
︶
の
大
正
壬
戌
赤
壁
会
で
は
︑
蘇
東
坡
の
﹁
赤
壁
賦
﹂
に
ち
な
み
︑
長
尾
雨
山
ら
と
と
も
に
鉄
斎
は
宇
治
川
を
赤

壁
に
見
立
て
て
船
遊
び
を
し
た
︒
会
場
は
︑
元
禄
期
創
業
で
明
治
一
〇
年
の
明
治
天
皇
行
幸
時
に
行
在
所
と
な
っ
た
︑
宇
治
左
岸
の
料
里
旅
館

﹁
菊
家
萬
碧
楼
﹂
で
あ
り
︑
煎
茶
席
を
も
う
け
︑
和
漢
書
画
の
名
品
が
展
覧
さ
れ
た⑮
︒

①

﹃
叙
位
裁
可
書
・
大
正
十
三
年
﹄
叙
0
0
8
1
6
1
0
0
︑
国
立
公
文
書
館
蔵
︒

②

﹃
法
令
全
書
﹄
明
治
五
年
︑
﹁
富
岡
百
錬
佐
々
木
総
四
郎
所
蔵
ノ
書
籍
ヲ
献
納
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セ
シ
ヲ
賞
シ
金
円
ヲ
下
賜
﹂
﹃
太
政
類
典
﹄
外
編
・
明
治
四
年
～
明
治
七
年
・
官

規
二
・
賞
典
恩
典
一
︑
太
0
0
8
6
5
1
0
0
︒

③

﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒
清
荒
神
清
澄
寺
鉄
斎
美
術
館
﹃
鉄
斎

万
巻

の
書
を
読
み
︑
万
里
の
路
を
行
く
﹄
二
〇
一
五
年
︑
参
照
︒

④

国
立
公
文
書
館
蔵
︑
一
七
七

一
一
七
二
︒

⑤

﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
明
治
三
︑
四
︑
五
年
の
三
月
一
一
日
条
︒

⑥

高
橋
隆
博
﹁
明
治
八
・
九
年
の
﹁
奈
良
博
覧
会
﹂
陳
列
目
録
に
つ
い
て
︵
上
︶
﹂

﹃
史
泉
﹄
第
五
六
号
︑
一
九
八
二
年
︑
山
上
豊
﹁
正
倉
院
御
物
と
奈
良
博
覧
会
﹂

五
七
三
号
︑
一
九
九
八
年
︑
飯
島
礼
子
﹁
奈
良
博
覧
会
と
文
化
財
﹂
﹃
正
倉
院
宝

物
と
近
代
奈
良
の
工
芸

模
造
と
創
作
一
四
〇
年
の
歩
み
﹄
奈
良
県
立
博
物
館
︑

二
〇
一
三
年
︒

⑦

高
木
博
志
﹃
陵
墓
と
文
化
財
の
近
代
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒
上
田
長

生
﹁
近
代
陵
墓
体
系
の
形
成

明
治
初
年
の
陵
墓
探
索
・
治
定
と
考
証
家
﹂

﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
〇
〇
号
︑
二
〇
一
二
年
︒
鉄
斎
の
陵
墓
考
証
を
示
す
資
料
と

し
て
︑
明
治
八
年
か
ら
一
一
年
の
記
載
が
あ
る
﹁
聖
陵
図
考
纂
﹂
︵
鉄
斎
美
術
館

蔵
︶
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
日
本
書
紀
﹄
で
﹁
傍
丘
磐
坏
丘
北
陵
﹂
と
さ
れ
た
武

烈
天
皇
陵
に
つ
い
て
は
﹁
南
陵
﹂
の
顕
宗
天
皇
陵
と
あ
わ
せ
て
︑
幕
末
以
来
︑
比

定
地
の
論
争
が
あ
っ
た
︒
鉄
斎
は
︑
現
地
を
精
査
の
上
︑
谷
森
善
臣
の
﹃
山
陵

誌
﹄
を
参
照
し
︑
築
山
村
に
は
﹁
磐イ

ワ

坏ツ
キ

﹂
の
名
が
残
り
北
に
隣
接
す
る
城
山
が

﹁
武
烈
帝
北
陵
ニ
合
フ
﹂
と
論
じ
る
︒
ま
た
谷
森
門
人
で
明
治
一
〇
年
以
降
の
宮

内
省
で
考
証
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
と
っ
た
大
沢
清
臣
か
ら
も
顕
宗
陵
・
武
烈
陵
の
比

定
に
つ
い
て
教
示
を
受
け
て
い
た
︒
も
っ
と
も
明
治
二
二
年
に
武
烈
天
皇
陵
は
︑

現
在
の
香
芝
市
今
泉
に
治
定
さ
れ
た
︒

現
在
︑
元
宮
内
庁
陵
墓
課
・
福
尾
正
彦
調
査
官
の
教
示
に
よ
る
と
︑
鉄
斎
揮
毫

の
陵
墓
銘
石
標
と
し
て
︑
欽
明
天
皇
陵
︵
明
日
香
村
︶
︑
吉
備
姫
王
墓
︵
明
日
香

村
︶
︑
雄
略
天
皇
陵
︵
羽
曳
野
市
︶
︑
聖
徳
太
子
墓
︵
太
子
町
︶
︑
応
神
天
皇
皇
子

大
山
守
命
那
羅
山
墓
︵
奈
良
市
︶
︑
天
武
天
皇
の
即
位
前
妃
大
田
皇
女
︵
高
取
町
︶
︑

追
尊
天
皇
岡
宮
天
皇
陵
︵
高
取
町
︶
︑
亀
山
天
皇
皇
子
良
助
親
王
冬
野
墓
︵
明
日

香
村
︶
︑
孝
元
天
皇
陵
︵
橿
原
市
︶
︑
孝
徳
天
皇
陵
︵
太
子
町
︶
︑
大
津
皇
子
墓

︵
葛
城
市
︶
な
ど
︵
い
ず
れ
も
現
在
の
宮
内
庁
の
治
定
呼
称
で
あ
る
︶
が
確
認
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
根
拠
は
︑
宮
内
庁
陵
墓
課
内
部
の
申
し
送
り
と
︑
明
ら
か
な
鉄

斎
の
書
体
で
あ
る
︒

こ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
に
︑
﹁
富
岡
鉄
斎
陵
標
揮
毫
の
事
に
就
て
﹂
︵
宮
内
公
文

書
館
蔵
41087
︑
明
治
三
〇
年
代
と
推
定
さ
れ
る
新
聞
記
事
の
写
し
︶
が
あ
る
︒

富
岡
謙
三
の
談
話
と
し
て
︑
﹁
元
来
鉄
斎
翁
が
陵
標
を
揮
毫
せ
し
由
来
は
二
十
六

七
年
前
︑
翁
が
泉
北
大
鳥
神
社
宮
司
た
り
し
頃
︑
税
所
子
爵
︵
篤
︶
堺
県
令
た
り

し
が
︑
あ
る
時
︑
大
和
︑
河
内
︑
和
泉
地
方
御
陵
墓
の
本
標
朽
腐
し
易
き
を
憂
ひ
︑

石
材
に
大
書
深
刻
せ
ば
永
く
後
世
に
伝
ふ
る
に
足
ら
ん
と
の
考
よ
り
︵
当
時
は
陵

墓
の
事
務
を
府
庁
に
て
取
扱
ひ
し
な
り
︶
自
ら
之
を
揮
毫
せ
し
に
布
置
意
の
如
く

な
ら
ず
と
て
︑
か
ね
て
鉄
斎
翁
と
交
り
深
か
り
し
よ
り
︑
翁
に
揮
毫
を
嘱
託
せ

し
﹂
と
あ
り
︑
堺
県
令
税
所
篤
時
代
に
陵
の
木
標
が
石
標
に
変
わ
り
︑
そ
の
揮
毫

を
鉄
斎
に
依
頼
し
た
経
緯
が
示
さ
れ
る
︒
税
所
篤
は
︑
鉄
斎
を
大
鳥
神
社
の
宮
司

に
推
薦
し
︑
聖
徳
太
子
墓
の
石
室
内
に
同
行
も
し
た
︒
ま
た
陵
墓
は
明
治
一
六
年

の
宮
内
庁
京
都
支
庁
設
置
ま
で
は
︑
府
県
の
管
理
に
あ
り
︑
石
標
の
範
囲
が
堺
県

の
範
囲
と
重
な
る
こ
と
へ
の
説
明
が
つ
く
︒

⑧

﹁
吉
野
山
図
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
四
七
号
︑
一
九
八
〇
年
︒

⑨

稲
葉
長
輝
編
﹃
月
ヶ
瀬
と
富
岡
鉄
斎
﹄
月
ヶ
瀬
村
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
三
年
︒

⑩

﹁
月
瀬
図
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
第
五
号
︑
一
九
七
一
年
︒

⑪

﹃
歴
遊
晚
筆
︑
一
名
巡
土
雑
話
﹄
︵
明
治
五
年
︶
国
立
公
文
書
館
蔵
︑
一
七
七

一
一
七
二
︒

⑫

大
室
幹
雄
﹃
月
瀬
幻
影
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

⑬

﹁
鉄
斎
筆
記
﹂
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
第
七
二
号
︑
二
〇
〇
九
年
︒

⑭

﹁
宇
治
勝
景
図
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
三
六
号
︑
一
九
七
八
年
︒

⑮

柏
木
知
子
﹁
富
岡
鉄
斎
の
見
た
赤
壁
会
﹂
﹃
書
論
﹄
第
三
九
号
︑
二
〇
一
三
年
︒
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二

鉄
斎
と
明
治
一
〇
年
の
天
皇
行
幸

明
治
一
〇
年
︵
一
八
七
七
︶
の
天
皇
行
幸
は
︑
近
代
史
の
転
換
と
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
京
都
・
奈
良
に
即
せ
ば
︑
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
と

表
裏
一
体
の
文
明
開
化
状
況
か
ら
︑
国
際
社
会
に
む
け
て
京
都
御
苑
や
古
社
寺
の
保
存
な
ど
﹁
文
化
的
伝
統
﹂
を
重
ん
じ
る
時
代
へ
の
転
換
と

な
っ
た①
︒
翌
年
︑
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
来
日
し
︑
近
代
日
本
の
美
術
や
文
化
財
保
護
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
同
時
に
南
画
を

描
き
古
物
世
界
に
生
き
た
富
岡
鉄
斎
が
活
躍
す
る
時
代
の
幕
開
け
で
も
あ
っ
た
︒
両
者
が
併
存
す
る
近
代
が
お
も
し
ろ
い
︒

当
初
︑
明
治
一
〇
年
行
幸
は
︑
孝
明
天
皇
十
年
式
年
祭
を
目
的
と
し
た
︑
畿
内
に
お
け
る
短
期
間
の
滞
在
を
予
定
し
て
い
た
︒
二
月
一
一
日

の
神
武
天
皇
陵
に
お
け
る
親
祭
の
前
日
︑
二
月
一
〇
日
に
畝
傍
山
の
北
麓
の
今
井
町
の
行
在
所
で
︑
天
皇
は
︑
鹿
児
島
に
西
郷
隆
盛
が
蜂
起
す

る
と
の
報
に
接
し
︑
そ
の
後
︑
京
都
御
所
を
中
心
に
畿
内
滞
在
は
半
年
近
く
に
及
ん
だ
︒

明
治
天
皇
は
︑
二
月
五
日
に
京
都

神
戸
間
の
鉄
道
開
業
式
に
臨
席
し
︑
二
月
七
日
に
は
宇
治
に
滞
在
︑
平
等
院
で
は
頼
政
の
最
期
の
﹁
平

家
物
語
﹂
の
世
界
に
ひ
た
っ
た②
︒
翌
二
月
八
日
に
︑
明
治
天
皇
は
奈
良
東
大
寺
の
行
在
所
の
東
南
院
に
到
着
し
た
︒
九
日
に
は
︑
春
日
神
社
ヘ

の
参
拝
途
中
︑
縁
起
よ
く
神
鹿
が
横
切
り
︑
東
大
寺
大
仏
殿
を
会
場
と
し
た
奈
良
博
覧
会
で
東
大
寺
・
法
隆
寺
の
宝
物
を
観
た
︒
行
幸
は
そ
の

後
︑
同
年
二
月
一
二
日
に
は
河
内
の
道
明
寺
︑
一
三
日
に
は
堺
県
庁
︑
そ
し
て
翌
日
に
は
大
阪
へ
と
進
ん
だ
︒

こ
の
奈
良
博
覧
会
に
お
け
る
明
治
天
皇
に
か
か
わ
る
最
大
の
事
跡
は
︑
蘭
奢
待
の
剪
り
と
り
で
あ
っ
た
︒
蘭
奢
待
は
︑
前
近
代
の
古
物
の
王

様
で
︑
南
方
由
来
の
香
木
で
あ
る
︒
か
つ
て
足
利
義
政
・
織
田
信
長
の
み
が
剪
り
と
っ
た
が
︑
天
皇
は
︑
み
ず
か
ら
明
治
維
新
の
権
力
者
と
し

て
︑
象
徴
的
行
為
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
︒
博
物
局
長
の
町
田
久
成
に
命
じ
て
︑
長
さ
約
六
セ
ン
チ
︑
重
さ
八
グ
ラ
ム
ほ
ど
の
香
木
の
一
片
を
︑

行
在
所
の
東
南
院
に
も
っ
て
来
さ
せ
︑
天
皇
が
こ
れ
を
割
い
て
自
ら
が
炷
く
と
﹁
薫く

ん

烟え
ん

芳ほ
う

芬ふ
ん

と
し
て
行
宮
に
満
﹂
ち
た
と
い
う③
︒
鉄
斎
自
身
も
︑

既
に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
八
年
四
月
の
奈
良
博
覧
会
で
︑
山
中
静
逸
や
江
馬
天
江
な
ど
の
友
人
た
ち
と
︑
蘭
奢
待
・
紅
雀
香
な
ど
の
香
木
を

﹁
百
物
之
御
宝
﹂
と
愛
で
て
い
る④
︒
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図� 南都東南院御行在所、玉座之図（部分）（荒川豊蔵資料館蔵)

私
が
何
よ
り
も
驚
い
た
の
は
︑
﹁
堺
県
行
在
所
御
飾
付
図
巻
﹂
﹇
図
版
�⑤
﹈
に
描
か
れ
た
︑
東
南
院
の
古

物
世
界
︑
す
な
わ
ち
煎
茶
道
具
・
盆
石
・
花
台
・
鼎
に
よ
っ
て
飾
り
付
け
さ
れ
た
室
内
に
お
い
て
︑
稀
代

の
香
木
が
た
ち
こ
め
た
こ
と
で
あ
る
︒
明
治
五
︑
六
年
に
公
家
姿
か
ら
軍
人
天
皇
に
イ
メ
ー
ジ
を
転
換
し
︑

行
幸
で
は
馬
車
で
移
動
し
︑
行
在
所
は
和
洋
折
衷
の
空
間
で
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
机
・
椅
子
と
い
っ
た
洋

風
の
調
度
が
導
入
さ
れ
た⑥
︒
そ
う
し
た
洋
風
の
天
皇
イ
メ
ー
ジ
の
一
方
で
︑
今
ま
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
が
︑
近
世
以
来
の
煎
茶
の
文
人
文
化
の
空
間
に
身
を
置
い
た
明
治
天
皇
が
︑
蘭
者
待
を
剪
り

と
っ
た
︒
し
か
も
そ
れ
を
演
出
す
る
の
が
︑
堺
県
令
税
所
篤
の
命
を
う
け
た
大
鳥
神
社
宮
司
︑
富
岡
鉄
斎

で
あ
る
︒

鉄
斎
は
︑
幕
末
以
来
︑
税
所
篤
︑
吉
井
友
実
︑
岩
下
方
平
と
い
っ
た
薩
摩
出
身
の
志
士
た
ち
と
交
流
し

た⑦
︒
天
皇
行
幸
と
鉄
斎
の
関
わ
り
で
い
え
ば
︑
明
治
二
年
の
東
京
遷
都
に
供
奉
し
︑
伊
勢
神
宮
に
拝
謁
し

て
︑
﹁
赫
々
た
る
神
威
万
古
尊
し
︒
宮
祠
半
ば
朽
ち
て
茅ぼ

う

垣え
ん

擁
ふ
﹂
と
そ
の
荒
廃
を
嘆
い
て
い
る⑧
︒
明
治

五
年
に
は
︑
税
所
篤
の
推
挙
に
よ
っ
て
薩
摩
行
幸
に
も
付
き
従
い
︑
岩
下
方
平
や
矢
野
玄
道
と
高
千
穂
の

峰
に
登
り
︑
絵
も
残
し
て
い
る
︒

明
治
九
年
五
月
三
日
に
鉄
斎
は
︑
吉
井
友
実
の
推
薦
に
よ
り
大
和
石
上
神
社
少
宮
司
に
任
命
さ
れ
た
が
︑

﹁
今
一
つ
の
任
務
は
︑
大
和
︑
河
内
地
方
の
歴
代
御
陵
墓
の
探
索
に
あ
っ
た
﹂
と
い
う⑨
︒
同
年
七
月
二
二

日
か
ら
二
三
日
ま
で
︑
鉄
斎
は
畝
傍
山
︑
洞
村
︑
見
瀬
村
︑
孝
元
天
皇
・
天
武
持
統
天
皇
な
ど
の
諸
陵
墓

を
ま
わ
り
︑
一
〇
月
七
日
か
ら
再
び
︑
堺
県
の
命
に
て
︑
県
庁
の
役
人
と
と
も
に
︑
河
内
・
大
和
国
の
御

陵
を
調
査
し
た
︒

明
治
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
に
も
堺
県
令
の
内
命
に
よ
り
︑
大
和
巡
幸
道
筋
の
神
社
御
陵
位
置
の
絵
図
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図� 堺県行幸道筋官幣大社御陵位置図巻（部分）（荒川豊蔵資料館蔵)

巻
制
作
の
た
め
︑
実
地
検
分
し
た
︒

﹃
官
記⑩
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

今
明
治
十
年
一
月
︑
和
州
畝
火
山
東
北
御
陵
御
巡
幸
ニ
付
︑
堺
県
令
︵
税
所
篤
︶
ヨ

リ
内
命
︑
右
御
幸
道
筋
近
傍
之
神
社
︑
又
官
幣
大
社
︑
右
県
下
所
在
之
御
歴
聖
御
陵

位
置
之
絵
図
巻
認
︑
一
月
廿
五
日
庶
務
課
中
社
寺
掛
え
出
ス
︑
右
巻
尾
ニ
付

大
鳥
神
社
大
宮
司
富
岡
百
錬
写
之
︑

跋
文
ヲ
附
︑
是
ハ
天
覧
ニ
入
リ
シ
由
︑
感
佩
︑
但
︑
堺
県
庁
ヨ
リ
河
内
道
明
寺
︑

亀
瀬
越
︑
右
折
︑
高
田
︑
今
井
︑
畝
傍
山
ヨ
リ
北
︑
南
都
︑
山
城
国
境
迄
也
︑
九

年
十
二
月
十
八
日
社
寺
掛
一
名
と
同
行
︑
実
地
検
分
︑
十
年
一
月
廿
五
日
落
成
︑

県
令
税
所
氏
ニ
呈
ス
︑
右
図
モ
右
路
費
ヲ
他
日
賜
フ
也
︵
以
上
︑
朱
書
︶

す
な
わ
ち
明
治
一
〇
年
一
月
二
五
日
に
︑
﹁
堺
県
行
幸
道
筋
官
幣
大
社
御
陵
位

置
図
巻
﹂
を
完
成
︑
県
令
税
所
篤
に
提
出
し
︑
本
図
巻
は
の
ち
に
同
家
の
所
蔵
と

な
っ
た
﹇
図
版
�
﹈
︒
同
年
二
月
一
四
日
御
前
九
時
に
︑
侍
従
東
久
世
通
禧
の
執

奏
に
よ
り
︑
堺
県
行
在
所
で
鉄
斎
は
明
治
天
皇
に
拝
謁
し
た
︒

鉄
斎
は
︑
田
畑
へ
と
荒
廃
し
た
奈
良
旧
都
の
踏
査
に
つ
い
て
︑
﹁
文
献
存
す
と

雖
も
事
徴
し
叵が

た

し
︒
行
々
村
農
に
就
い
て
輿
地
︵
地
図
︶
を
検
﹂
し
た
と
述
べ
る

よ
う
に
︑
人
々
の
口
碑
を
採
集
し
な
が
ら
実
地
に
陵
墓
を
尋
ね
た⑪
︒
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当
初
︑
行
幸
は
︑
大
阪
か
ら
奈
良
に
向
か
う
と
思
わ
れ
て
い
た
が
︑
実
際
に
は
逆
の
ル
ー
ト
と
な
っ
た
︒
宮
内
公
文
書
館
に
は
︑
﹃
明
治
十

年

大
和
京
都
行
幸
諸
記⑫
﹄
と
い
う
詳
細
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
こ
の
行
幸
の
堺
県
︵
現
在
の
大
阪
府
東
部
南
部
・
奈
良
県
を
含
む
︶
の
行
程
に

つ
い
て
は
︑
堺
県
令
の
税
所
篤
が
中
心
に
な
っ
て
準
備
し
た
が
︑
そ
の
下
調
べ
に
は
鉄
斎
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
︒

鉄
斎
は
︑
堺
県
管
内
の
奏
任
官
名
簿
に
︑
春
日
神
社
・
石
上
神
宮
・
大
神
神
社
な
ど
の
大
宮
司
と
並
ん
で
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
明
治
九

年
一
二
月
二
八
日
︑
堺
県
か
ら
式
部
頭
・
坊
城
俊
政
に
宛
て
た
﹁
御
巡
幸
沿
道
三
里
以
内
御
陵
墓
並
官
幣
社
里
程
表
﹂
は
︑
﹁
来
十
年
一
月
︑

行
幸
ニ
付
テ
ハ
沿
道
三
里
以
内
︑
帝
王
后
妃
陵
皇
子
皇
女
御
墓
並
官
国
幣
社
箇
所
里
数
等
詳
細
取
調
可
申
出
旨
御
達
﹂
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
大
鳥
神
社
か
ら
履
仲
天
皇
陵
・
仁
徳
天
皇
陵
・
反
正
天
皇
陵
な
ど
を
へ
て
龍
田
神
社
ま
で
の
五
五
陵
︑
一
五
墓
︑
七
社
が
書
き
上
げ
ら

れ
る
が
︑
こ
こ
で
も
鉄
斎
の
大
鳥
神
社
が
起
点
で
あ
る
︒
鉄
斎
の
関
与
が
推
測
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
明
治
一
〇
年
二
月
六
日
に
三
条
実
美
か
ら
式
部
寮
を
通
じ
て
︑
後
醍
醐
天
皇
御
陵
︑
談
山
神
社
︑
武
内
宿
祢
墓
︑

藤
原
不
比
等
墓
︑
楠
正
行
墓
の
四
カ
所
に
奉
幣
使
を
差
し
遣
わ
す
べ
く
達
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
理
由
付
け
が
さ
れ
た
︒

藤
原
不
比
等
に
つ
い
て
は
︑
﹁
汝
不
比
等
父
ニ
継
テ
皇
家
ニ
勤
労
ア
リ
︑
且
律
令
ヲ
鑑
修
ス
︑
朕
之
ヲ
追
感
ス
︑
今
大
和
ニ
幸
ス
ル
ニ
因
リ

使
ヲ
遣
シ
墓
ヲ
弔
シ
︑
且
金
幣
ヲ
賜
フ
︑
明
治
十
年
二
月
十
日
﹂
︒
武
内
宿
祢
に
つ
い
て
は
︑
﹁
汝
歴
朝
ニ
奉
仕
シ
万
機
ヲ
輔
翼
ス
︑
朕
深
ク
之

ヲ
追
感
ス
︑
今
大
和
ニ
幸
ス
ル
ニ
因
リ
使
ヲ
遣
シ
汝
ノ
墓
ヲ
弔
シ
︑
且
金
幣
ヲ
賜
フ
︑
明
治
十
年
二
月
十
一
日
﹂
︒
楠
︵
橘
︶
正
行
に
つ
い
て

は
︑
﹁
汝
正
行
父
ノ
志
ヲ
継
キ
力
ヲ
王
事
ニ
尽
シ
遂
ニ
国
難
ニ
斃
ル
︑
朕
其
世
忠
ヲ
追
感
ス
︑
今
大
和
ニ
幸
ス
ル
ニ
因
リ
使
ヲ
遣
シ
汝
ノ
墓
ヲ

弔
シ
且
金
幣
ヲ
賜
フ
︑
明
治
十
年
二
月
十
七
日
﹂
と
の
説
明
で
あ
っ
た
︒

こ
の
三
条
実
美
の
達
し
を
引
き
出
し
た
の
が
︑
堺
県
令
税
所
篤
が
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
宛
て
た
︑
明
治
一
〇
年
一
月
の
建
言
で
あ
る
︒
そ

の
こ
と
は
︑
明
治
一
〇
年
二
月
四
日
の
式
部
頭
坊
城
俊
政
よ
り
大
臣
・
参
議
に
宛
て
た
以
下
の
伺
い
か
ら
理
解
で
き
る
︒

別
紙
堺
県
令
建
言
大
和
河
内
和
泉
三
ケ
国
内
帝
陵
官
社
及
臣
下
之
墳
墓
ニ
至
ル
迄
︑
勅
使
被
差
遣
祭
儀
被
為
行
度
ト
ノ
趣
審
案
致
候
処
︑
御
崇
敬
之
儀
ニ

168 (168)



於
テ
ハ
事
理
至
当
ニ
候
得
共
︑
右
三
ケ
国
ハ
歴
世
帝
陵
ノ
在
ル
処
ニ
シ
テ
遍
ク
奉
幣
使
被
差
立
候
テ
ハ
供
奉
中
儀
典
主
務
之
官
員
モ
僅
少
ニ
付
︑
容
易
ニ

儀
式
不
行
届
又
御
陵
ノ
内
夫
是
御
取
分
チ
相
成
候
テ
ハ
歴
世
天
皇
ノ
御
功
徳
軒
輊
ス
ル
ニ
当
リ
︑
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
様
被
相
考
旁
御
発
輦
前
御
治
定
相
成
候

通
︑
奥
羽
御
巡
幸
ノ
節
ノ
近
例
ニ
因
リ
輦
道
一
里
以
内
ニ
在
ル
処
ノ
御
陵
官
社
ヘ
ノ
ミ
奉
幣
使
被
差
立
可
然
︑
尤
モ
後
醍
醐
天
皇
御
事
跡
ハ
歴
史
ニ
昭
々

今
更
言
ヲ
待
ス
︑
就
而
ハ
右
御
陵
益
々
談
山
神
社
ハ
特
旨
ヲ
以
テ
奉
幣
使
御
差
立
相
成
可
然
︑
且
又
臣
下
墳
墓
之
儀
ハ
別
紙
書
抜
ノ
箇
所
輦
道
一
里
以
内

ニ
在
レ
ハ
︑
是
亦
特
旨
ヲ
以
テ
御
使
被
差
立
幣
物
下
賜
可
然
ト
相
考
候
︑
此
段
相
伺
候
也

但
楠
正
行
墳
墓
ハ
一
里
以
外
ニ
候
共
︑
特
旨
ヲ
以
奉
幣
使
被
遣
可
然
哉

後
醍
醐
天
皇
御
陵

和
州
吉
野
郡
吉
野
山

談
山
神
社

藤
原
不
比
等
墓

同

添
上
郡
大
安
寺
村

武
内
宿
祢
墓

同

高
市
郡
鳥
屋
村

楠

正
行
墓

同

讃
良
郡
苅
屋
村

そ
し
て
別
紙
の
﹁
堺
県
令
建
言
﹂
が
︑
以
下
に
続
く
︒

○
後
醍
醐
天
皇
御
陵
外
一
社
三
墓
ヘ
奉
幣
ノ
事

今
般
大
和
行
幸
ニ
付
沿
道
三
里
以
内
ノ
該
社
ヘ
御
参
拝
及
ヒ
勅
使
御
差
遣
ノ
御
達
シ
之
ア
リ
候
処
︑
更
ニ
又
一
里
以
内
云
々
ノ
御
再
達
ア
リ
忝
シ
ク
惟
ミ

ル
ニ
今
回
ノ
行
幸
ハ
千
載
ノ
一
遇
振
古
ノ
盛
典
ナ
リ
︑
海
内
ノ
臣
民
誰
レ
カ
感
喜
抃べ
ん

舞ぶ

セ
サ
ル
者
ア
ラ
ン
ヤ
︑
翻
テ
往
昔
ヲ
追
思
ス
ル
ニ
武
門
専
権
皇
道

陵
夷
就
中
元
弘
以
来
数
十
年
ノ
間
︑
恐
多
ク
モ
芳
山
半
壁
僅
カ
ニ
皇
統
ヲ
維
持
セ
ラ
レ
荒
山
破
駅
ノ
中
屢
々
玉
座
ヲ
遷
シ
給
フ
玉
座
ス
ラ
且
ツ
然
リ
況
ン

ヤ
其
陵
墓
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
寒
烟
蔓
艸
過
ク
ル
者
︑
或
ハ
其
帝
陵
タ
ル
ヲ
省
セ
サ
ル
ニ
至
ル
︑
今
ヤ
皇
道
ノ
隆
運
ニ
会
シ
百
廃
咸
ク
挙
リ
遂
ニ
此
盛
典
ヲ
挙
行
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セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
ル
於
戯
乎
︑
之
ヲ
上
ニ
シ
テ
ハ
歴
世
天
ニ
在
マ
ス
ノ
神
霊
之
ヲ
下
ニ
シ
テ
ハ
当
時
恨
ヲ
飲
ム
ノ
忠
魂
其
喜
悦
亦
更
ニ
如
何
ソ
ヤ
︑
仰
願
ク

ハ
帝
陵
官
社
ハ
言
ヲ
待
タ
ス
︑
開
陳
ス
ル
所
ノ
県
社
及
ヒ
墳
墓
ニ
至
ル
マ
テ
︑
道
ノ
遠
近
ヲ
問
ハ
ス
周
ク
勅
使
ヲ
御
差
遣
シ
祭
儀
ヲ
行
ヒ
︑
且
ツ
今
日
ノ

盛
事
ヲ
告
サ
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
︑
誠
惶
謹
言

明
治
十
年
一
月

堺
県
令
税
所
篤

太
政
大
臣
三
条
実
美

税
所
は
︑
大
和
・
河
内
・
和
泉
の
三
カ
国
に
は
歴
代
の
天
皇
陵
が
と
り
わ
け
多
く
︑
そ
の
す
べ
て
に
奉
幣
使
を
出
し
て
い
る
と
︑
官
吏
の
人

員
が
少
な
く
大
変
で
あ
る
の
で
︑
行
幸
道
筋
の
三
里
以
内
で
は
な
く
一
里
以
内
の
陵
と
官
社
の
み
に
奉
幣
す
る
の
が
適
当
と
し
た
︒
で
は
あ
る

が
︑
後
醍
醐
天
皇
陵
・
談
山
神
社
・
藤
原
不
比
等
墓
・
武
内
宿
祢
墓
・
楠
正
行
︵
小
楠
公
︶
墓
は
︑
距
離
に
か
か
わ
ら
ず
︑
特
旨
を
も
っ
て
奉

幣
使
を
遣
わ
す
べ
き
と
主
張
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
建
言
に
い
う
﹁
上
ニ
シ
テ
ハ
歴
世
天
ニ
在
マ
ス
ノ
神
霊
之
ヲ
下
ニ
シ
テ
ハ
当
時
恨
ヲ
飲
ム
ノ
忠

魂
﹂
が
喜
ぶ
こ
と
︑
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
帝
陵
官
社
﹂
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
後
醍
醐
天
皇
や
忠
臣
た
ち
の
﹁
県
社
及

ヒ
墳
墓
ニ
至
ル
マ
テ
︑
道
ノ
遠
近
ヲ
問
ハ
ス
周
ク
勅
使
ヲ
御
差
遣
シ
祭
儀
ヲ
行
﹂
う
べ
き
と
し
た
︒

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
︑
こ
の
別
紙
の
﹁
堺
県
令
建
言
﹂
に
続
く
︑
式
部
頭
坊
城
俊
政
か
ら
の
上
申
に
太
政
大
臣
三
条
実
美
が
裁
可
し
た
︑

明
治
一
〇
年
二
月
七
日
付
の
文
書
で
あ
る
︒
後
醍
醐
天
皇
陵
・
談
山
神
社
へ
の
金
幣
一
五
円
下
賜
に
加
え
て
︑
明
治
九
年
東
奥
巡
幸
の
時
に
林

子
平
・
蒲
生
君
平
の
墓
に
祭
粢
料
を
﹁
賜
与
﹂
し
た
例
に
倣
っ
て
︑
明
治
一
〇
年
行
幸
で
も
武
内
宿
祢
墓
・
藤
原
不
比
等
墓
・
楠
正
行
墓
に
つ

い
て
も
︑
一
五
円
の
金
幣
を
賜
う
べ
き
で
あ
る
と
の
式
部
頭
の
上
申
に
︑
大
臣
が
裁
可
し
て
い
る
︒
明
治
九
年
東
奥
巡
幸
時
に
は
︑
﹁
蒲
生
秀

実
・
高
山
正
之
が
尊
王
の
志
厚
か
り
し
を
追
懐
あ
ら
せ
ら
れ
︑
特
に
祭
粢
料
を
下
賜⑬
﹂
し
︑
﹁
林
子
平
が
夙
に
意
を
国
家
の
形
勢
に
注
ぎ
て
憂

慮
画
策
す
る
所
あ
り
し
が
︑
時
論
に
合
は
ず
し
て
法
に
触
れ
た
る
を
特
に
追
感
あ
ら
せ
ら
れ
︑
祭
粢
料
を
賜⑭
﹂
う
と
さ
れ
た
︒

私
は
︑
後
醍
醐
天
皇
陵
や
功
臣
た
ち
の
墓
を
顕
彰
す
べ
き
と
す
る
税
所
篤
の
こ
の
建
言
は
︑
鉄
斎
の
草
案
に
よ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
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い
る
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
早
く
は
明
治
二
年
に
鉄
斎
が
﹃
先
哲
遺
事
﹄
で
﹁
慷
慨
奇
節
の
士
﹂
と
し
て
蒲
生
君
平
・
林
子
平
・
髙
山
彦

九
郎
ら
を
顕
彰
し
︑
実
際
に
明
治
七
年
に
は
現
地
に
足
を
運
び
︑
蒲
生
君
平
・
林
子
平
の
墓
を
﹁
古
人
を
尚
友
﹂
の
情
か
ら
弔
っ
た
と
﹁
北
巡

日
記
﹂
に
記
し
た⑮
︒
ま
た
既
述
の
よ
う
に
鉄
斎
は
︑
明
治
五
年
の
﹃
巡
土
雑
話
﹄
に
お
い
て
河
内
の
金
剛
峯
寺
・
観
心
寺
・
水
分
神
社
・
小
楠

公
墓
に
つ
い
て
実
地
調
査
を
踏
ま
え
た
考
証
を
試
み
た
︒
﹃
大
阪
日
報
﹄
の
明
治
一
一
年
五
月
一
五
日
で
は
︑
堺
県
令
税
所
篤
や
村
民
が
楠
公

生
誕
地
に
石
碑
を
建
て
た
落
成
祭
典
の
模
様
が
報
じ
ら
れ
る
が
︑
い
ま
だ
大
鳥
神
社
の
一
宮
司
に
過
ぎ
な
い
鉄
斎
の
名
前
は
な
い
︒
し
か
し
鉄

斎
は
︑
明
治
一
一
年
一
月
五
日
に
は
小
楠
公
墓
修
営
落
成
祭
式
に
出
席
し
︑
同
年
五
月
一
四
日
に
は
水
分
神
社
境
内
楠
公
之
祠
の
五
百
五
十
年

祭
祀
に
参
拝
し
﹁
楠
公
誕
生
地
﹂
と
揮
毫
し
た⑯
︒
鉄
斎
美
術
館
所
蔵
の
﹁
下
赤
坂
城
図
﹂
に
は
︑
﹁
楠
公
降
誕
地
﹂
が
描
き
込
ま
れ
︑
﹁
石
碑
明

治
十
一
年
建

筆
者
富
岡
百
錬
﹂
と
明
記
さ
れ
る
︒

従
来
︑
南
朝
遺
跡
の
顕
彰
の
は
じ
ま
り
は
大
久
保
利
通
に
求
め
ら
れ
る
︒
明
治
八
年
一
月
の
大
阪
会
議
の
あ
と
︑
大
久
保
利
通
が
大
阪
に
滞

在
し
た
折
︑
五
代
友
厚
や
税
所
篤
ら
を
と
も
な
っ
て
和
泉
河
内
で
狩
り
を
し
︑
二
月
一
三
日
に
四
條
畷
の
﹁
小
楠
公
の
墓
碑
銘
﹂
を
揮
毫
し
︑

明
く
る
一
四
日
に
は
人
力
車
で
富
田
林
を
へ
て
下
赤
坂
の
城
墟
や
大
楠
公
誕
生
地
を
訪
れ
︑
﹁
金
剛
山
︑
千
早
城
︑
赤
坂
︑
楠
公
誕
生
地
等
の

名
勝
旧
跡
を
訪
ね
て
古
を
忍
び
︑
只
管
︑
身
神
を
養
﹂
っ
た
と
い
う⑰
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
鉄
斎
は
す
で
に
明
治
五
年
の
﹃
巡
土
雑
話
﹄
で
税

所
に
小
楠
公
の
墓
の
保
存
を
訴
え
て
お
り
︑
大
久
保
や
税
所
の
南
朝
保
存
の
思
想
的
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
の
ち
の
明
治
一
三

年
三
月
一
七
日
に
︑
観
心
寺
楠
公
墓
﹁
御
営
繕
御
祭
典
﹂
に
税
所
篤
や
地
域
の
戸
長
や
学
務
委
員
ら
と
と
も
に
︑
鉄
斎
は
﹁
大
鳥
神
社
大
郡
事

︵
大
宮
司
︶
﹂
と
し
て
列
席
し
て
い
る⑱
︒

大
正
六
年
︵
一
九
一
七
︶
五
月
に
楠
正
成
の
室
の
楠
妣
庵
観
音
寺
が
再
建
さ
れ
る
が
︑
鉄
斎
は
そ
れ
よ
り
も
早
く
明
治
初
年
か
ら
楠
妣
庵
を

顕
彰
し
︑
明
治
二
七
年
の
﹁
楠
妣
庵
図
﹂
の
画
賛
は
︑
﹁
嗚
呼
︑
楠
氏
の
忠
義
︑
一
門
に
萃あ

つ

ま
る
︒
而
る
に
其
の
夫
人
の
棲
息
せ
し
所
は
︑
今

既
に
湮
滅
に
帰
す
︒
実
に
慨
す
可
し⑲
︒
﹂
と
し
た
︒

鉄
斎
の
皇
室
や
功
臣
を
顕
彰
す
る
歴
史
意
識
は
︑
明
治
九
年
︑
明
治
一
〇
年
の
天
皇
行
幸
の
功
臣
顕
彰
の
そ
れ
と
全
く
重
な
り
︑
税
所
篤
と
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い
う
政
治
家
を
介
し
て
政
策
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒

次
い
で
︑
明
治
一
〇
年
行
幸
に
お
け
る
国
史
顕
彰
の
核
と
な
る
︑
名
教
的
史
蹟
の
顕
彰
を
︑
鉄
斎
に
即
し
て
深
め
た
い
︒

①

高
木
博
志
﹃
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究

天
皇
就
任
儀
礼
・
年
中
行

事
・
文
化
財
﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
九
七
年
︒

②

﹃
読
売
新
聞
﹄
明
治
一
〇
年
二
月
一
五
日
︒

③

﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
明
治
一
〇
年
二
月
九
日
︒

④

﹁
吉
野
山
花
見
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

⑤

荒
川
豊
蔵
資
料
館
蔵
︒
堺
市
博
物
館
﹃
富
岡
鉄
斎

和
泉
国
茅
渟
畔
の
寓
居

に
て
﹄
二
〇
一
七
年
︒

⑥

多
木
浩
二
﹃
天
皇
の
肖
像
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
八
年
︑
小
沢
朝
江
﹃
明
治
の

皇
室
建
築

国
家
が
求
め
た
︿
和
風
﹀
︶
像
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︒

⑦

鉄
斎
は
薩
摩
藩
出
身
の
堺
県
令
税
所
篤
︑
岩
下
方
平
︑
吉
井
友
実
︑
黒
田
清
綱

ら
と
交
流
す
る
︒
彼
ら
は
︑
明
治
一
〇
年
代
後
半
以
降
︑
元
老
院
議
員
や
枢
密
顧

問
官
な
ど
名
誉
職
に
つ
き
︑
天
皇
親
政
・
古
代
回
帰
の
復
古
思
想
に
お
い
て
共
通

点
の
あ
る
教
養
人
で
も
あ
っ
た
︵
丹
羽
謙
治
﹁
富
岡
鉄
斎
と
薩
摩
藩
士
﹂
﹃
国
語

国
文
薩
摩
路
﹄
五
一
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶
︒

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
﹃
三
峰
日
記
﹄
︵
宮
内
公
文
書
館
蔵
3
5
3
6
1
︶
か
ら
は
︑

明
治
一
〇
年
侍
補
︑
一
七
年
宮
内
次
官
に
就
い
た
吉
井
友
実
と
鉄
斎
と
の
交
友
が

明
ら
か
で
あ
る
︒
明
治
一
三
年
五
月
一
二
日
か
ら
同
月
一
五
日
ま
で
︑
吉
井
は
兵

庫
県
の
役
人
を
つ
れ
て
︑
生
野
︑
神
子
畑
な
ど
の
鉱
山
を
視
察
す
る
が
︑
﹁
富
岡

某
ヲ
附
随
セ
ラ
レ
タ
リ
﹂
と
の
記
述
が
あ
る
︒
同
月
一
八
日
条
で
は
︑
堺
に
て

﹁
今
朝
富
岡
並
古
川
来
ル
︑
古
川
ヨ
リ
久
国
之
剱
一
口
ヲ
買
収
ス
︑
是
レ
豊
公
ノ

差
料
ナ
リ
シ
ト
云
伝
フ
金
拾
圓
也
︑
九
時
過
ヨ
リ
大
和
ニ
行
キ
︒
神
武
天
皇
ノ
御

陵
ヲ
参
拝
ス
︑
高
田
ト
云
ヘ
ル
所
ニ
テ
午
餐
ス
︑
穴
虫
峠
ヲ
越
ヘ
︑
夫
田
原
本
︑

二
階
堂
辺
ヲ
経
テ
薄
暮
奈
良
ニ
着
ス
﹂
︒
翌
一
九
日
に
は
︑
春
日
大
社
へ
の
参
拝

の
後
︑
﹁
正
倉
院
ヲ
柵
外
ヨ
リ
拝
見
︑
大
仏
ニ
入
テ
博
覧
会
ヲ
見
ル
︑
御
物
其
他

種
々
珍
物
ア
リ
︑
爰
ニ
テ
税
所
︵
篤
︶
ト
会
ス
﹂
と
あ
り
︑
奈
良
で
税
所
篤
も
合

流
し
て
︑
二
一
日
に
は
京
都
博
覧
会
に
行
き
︑
二
二
日
に
税
所
と
富
岡
と
京
都
で

別
れ
て
い
る
︒

⑧

﹁
宗
廟
之
詩
書
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
六
号
︑
一
九
七
二
年
︒

⑨

﹁
富
岡
鉄
斎
年
譜
﹂
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
五
号
︑
一
九
七
一
年
︒

⑩

﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

⑪

﹁
陸
羽
喫
茶
図
・
詩
幅
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
四
九
号
︑
一
九
八
〇
年
︒

⑫

﹃
明
治
十
年

大
和
京
都
行
幸
諸
記
﹄
宮
内
公
文
書
館
蔵
︑
2042
︒

⑬

﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
明
治
九
年
六
月
五
日
条
︒

⑭

﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
明
治
九
年
六
月
二
九
日
条
︒

⑮

﹁
北
巡
日
記
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

⑯

﹁
官
記
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

⑰

﹃
大
楠
公
奮
忠
事
歴
﹄
楠
公
誕
生
地
保
勝
会
︑
一
九
一
四
年
︑
勝
田
孫
弥
﹃
大

久
保
利
通
伝
﹄
同
文
館
︑
一
九
一
一
年
︒

⑱

﹃
観
心
寺
史
要
﹄
大
日
本
楠
公
会
︑
一
九
三
一
年
︒
こ
の
点
︑
尾
谷
雅
比
古
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
︒

⑲

﹁
楠
妣
庵
図
﹂
の
画
賛
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
三
六
号
︑
一
九
七
八
年
︒
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三

名
教
的
史
蹟
の
顕
彰

︵
�
)

長
慶
天
皇
・
河
根
陵
参
考
地

鉄
斎
は
︑
と
り
わ
け
南
朝
の
顕
彰
に
つ
い
て
は
︑
吉
野
山
︑
河
内
長
野
・
千
早
赤
阪
村
・
四
條
畷
等
の
畿
内
の
遺
蹟
に
早
く
か
ら
赴
く
と
と

も
に
︑
明
治
八
年
︵
一
八
七
五
︶
に
は
治
定
さ
れ
る
前
の
下
伊
那
の
尹ゆ
き

良よ
し

親
王
の
墓
の
あ
る
浪
合
や
︑
明
治
二
二
年
︵
一
八
八
九
︶
に
は
そ
の
父

で
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
宗む
ね

良よ
し

親
王
を
祀
る
遠
州
の
龍
潭
寺
も
訪
ね
て
い
る
︒

明
治
一
〇
年
五
月
に
は
︑
和
歌
山
県
の
高
野
山
に
参
詣
し
︑
そ
の
後
︑
金
剛
峯
寺
か
ら
丹
生
川
村
に
至
る①
︒
﹁
此
処
則
丹
生
川
村
也
︵
中
略
︶

因
而
井
本
善
四
郎
の
宅
ヲ
訪
フ
︑
同
人
ハ
長
慶
天
皇
之
忠
臣
の
旧
家
ニ
テ
由
緒
ア
ル
家
︑
則
此
家
︑
天
皇
の
御
行
在
所
ナ
ル
由
︑
此
ニ
テ
故
事

ヲ
尋
ネ
︑
且
同
人
の
案
内
ニ
テ
天
皇
ノ
御
陵
ヲ
拝
見
ス
﹂
と
あ
り
︑
鉄
斎
美
術
館
所
蔵
の
﹁
長
慶
天
皇
玉
川
宮
考
﹂
の
奥
書
に
﹁
明
治
十
年
五

月
廿
七
日
赴
紀
伊
伊
都
郡
丹
生
川
村
訪
井
本
氏
席
間
︑
匆
々
謄
写
之

富
岡
百
錬
﹂
と
鉄
斎
が
井
本
善
四
郎
宅
で
書
写
し
た
と
あ
る
︒
同
じ
写

本
︑
大
畑
晴
潔
﹃
紀
州
玉
川
考②
﹄
︵
井
本
善
四
郎
撰
︶
が
︑
宮
内
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
︑
村
社
の
丹
生
川
神
社
︵
現
・
丹
生
神
社
︶
祠
掌
で
あ
っ
た
井
本
善
四
郎
が
案
内
し
た
長
慶
天
皇
の
陵
と
は
︑
明
治
二

一
年
二
月
二
四
日
に
伝
説
地
と
決
定
さ
れ
る
︑
の
ち
の
河
根
陵
参
考
地
︵
和
歌
山
県
伊
都
郡
河
根
村
大
字
丹
生
川
参
考
地
︶
で
あ
り
︑
多
く
の
長
慶
陵

候
補
地
が
あ
る
な
か
で
︑
最
も
有
力
な
墓
を
そ
れ
と
鉄
斎
が
信
じ
た
こ
と
で
あ
る
︒
明
治
二
一
年
段
階
で
は
︑
一
二
月
二
七
日
に
御
陵
墓
伝
説

参
考
地
と
な
っ
た
の
ち
の
相
馬
陵
墓
参
考
地
︵
青
森
県
中
津
軽
郡
紙
漉
沢
村
字
ウ
ヘ
ノ
堂
︶
と
︑
こ
の
河
根
陵
以
外
に
は
︑
国
が
認
定
し
た
長
慶
天

皇
陵
候
補
地
は
な
か
っ
た③
︒
長
慶
天
皇
は
︑
富
岡
謙
蔵
所
蔵
の
﹃
新
葉
和
歌
集
﹄
︵
現
在
︑
立
命
館
大
学
所
蔵
︶
の
奥
書
が
大
き
な
根
拠
と
な
り
︑

大
正
一
五
年
︵
一
九
二
六
︶
一
〇
月
に
長
慶
天
皇
の
実
在
が
証
明
さ
れ
皇
位
に
列
せ
ら
れ
た
︒
宮
内
大
臣
は
︑
﹁
新
葉
和
歌
集
ハ
慶
寿
院
法
皇
御

在
位
ノ
時
︑
宗
良
親
王
ニ
勅
シ
テ
撰
セ
シ
メ
給
ヒ
シ
モ
ノ
ト
ス
﹂
と
理
由
書
に
記
し
た④
︒
全
国
の
一
〇
〇
を
越
え
る
参
考
地
・
伝
説
地
の
中
か
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ら
︑
昭
和
一
九
年
︵
一
九
四
四
︶
二
月
に
嵯
峨
東
陵
︵
京
都
府
葛
野
郡
嵯
峨
町
天
龍
寺
慶
寿
院
旧
址
︶
と
決
定
し
た
︒
そ
し
て
昭
和
一
九
年
の
長
慶

陵
治
定
に
と
も
な
い
︑
先
行
し
て
決
め
ら
れ
た
河
根
陵
参
考
地
は
︑
指
定
解
除
と
な
っ
た
︒
昭
和
一
〇
年
︵
一
九
三
五
︶
生
ま
れ
の
字
丹
生
川

住
の
老
人
は
︑
国
民
学
校
の
児
童
だ
っ
た
と
き
に
︑
同
参
考
地
ま
で
登
っ
て
参
拝
し
た
と
い
う
︵
二
〇
一
七
年
一
〇
月
八
日
聞
き
取
り
︶
︒

河
根
陵
は
︑
明
治
六
年
四
月
に
丹
生
川
村
戸
長
他
三
名
が
上
申
し
︑
明
治
七
年
三
月
に
は
実
検
勘
注
が
で
き
︑
明
治
九
年
六
月
一
四
日
に
は

塔
の
四
周
に
仮
柵
を
建
て
戸
長
が
取
り
締
ま
る
こ
と
に
な
っ
た⑤
︒
河
根
陵
伝
説
地
の
保
護
が
始
ま
っ
た
そ
の
直
後
︑
鉄
斎
の
訪
問
と
な
っ
た
︒

明
治
一
〇
年
一
〇
月
頃
に
伝
説
地
に
柵
門
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
︑
の
ち
に
井
本
よ
り
宮
内
省
に
対
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
河
根
陵
を
長
慶
陵

と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
︑
鉄
斎
は
﹁
此
村
中
ニ
古
来
︑
右
天
皇
ニ
随
順
之
諸
臣
之
家
存
在
す
る
ニ
付
︑
天
皇
御
物
ハ
更
也
︑
諸
記
録
御
綸
旨
之

古
文
書
数
十
通
あ
り
︑
事
実
明
白
也
﹂
と
記
し
た⑥
︒

︵
�
)

尹
良
親
王
の
顕
彰

鉄
斎
が
取
り
組
ん
だ
南
朝
の
陵
墓
治
定
に
か
か
わ
る
活
動
と
し
て
︑
長
野
県
下
伊
那
の
尹ゆ
き

良よ
し

親
王
の
顕
彰
が
あ
る
︒
鉄
斎
も
写
し
て
い
る
が
︑

浪
合
村
の
明
治
七
年
に
火
災
に
あ
っ
た
堯
翁
院
所
蔵
の
﹃
浪
合
記
﹄
は
江
戸
時
代
の
写
本
で
あ
る
︒
﹃
浪
合
記
﹄
に
よ
る
と
︑
尹
良
親
王
は
︑

後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
宗
良
親
王
を
父
と
し
︑
遠
江
国
飯
谷
が
舘
で
地
元
の
豪
族
井
伊
道
政
の
娘
を
母
と
し
生
ま
れ
た
と
い
う
︒
応
永
三

一
年
︵
一
四
二
四
︶
に
上
野
国
の
南
朝
が
劣
勢
に
な
っ
て
信
州
諏
訪
か
ら
飯
田
を
経
て
三
河
国
に
向
か
う
途
中
で
︑
﹁
浪
合
に
て
野
武
士
又
俄
に

起
て
﹂
︑
主
従
二
五
人
で
多
勢
を
防
げ
ず
自
殺
し
た⑦
︒

﹃
浪
合
記
﹄
の
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
と
尹
良
親
王
の
実
在
に
つ
い
て
は
︑
今
日
で
は
疑
わ
れ
て
い
る
︒
柳
田
国
男
も
︑
﹁
吉
野
朝
の
宮
様
﹂

が
野
武
士
の
蜂
起
に
遭
っ
た
と
い
う
事
件
は
﹁
浪
合
記
の
最
も
信
じ
に
く
い
部
分
﹂
と
す
る
︒
柳
田
は
︑
峠
や
路
の
辻
な
ど
往
還
の
ほ
と
り
に

祀
ら
れ
︑
村
の
安
全
を
保
護
し
︑
行
旅
を
保
護
す
る
﹁
ゆ
き
よ
し
様
﹂
の
信
仰
が
︑
南
朝
某
宮
に
対
す
る
御
霊
信
仰
と
結
び
つ
い
て
実
在
化
す

る
に
い
た
っ
た
と
︑
民
俗
の
想
像
力
で
説
明
す
る⑧
︒
そ
し
て
柳
田
の
説
は
︑
宮
内
省
に
よ
る
尹
良
親
王
墓
の
浪
合
へ
の
治
定
を
相
対
化
す
る
も
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の
で
あ
る
︒
渡
辺
世
祐
は
︑
﹃
信
濃
宮
伝
﹄
﹃
浪
合
記
﹄
の
両
書
は
︑
江
戸
時
代
に
同
じ
系
統
の
人
に
よ
っ
て
﹁
作
為
捏
造
﹂
さ
れ
た
と
し
︑

﹁
鎌
倉
大
草
紙
に
南
朝
系
の
宮
様
が
大
河
原
で
戦
死
﹂
し
た
と
い
う
事
実
が
︑
足
利
直
義
の
﹁
之
義
の
伝
説
﹂
と
︑
浪
合
の
多
く
の
円
墳
を
根

拠
と
し
て
︑
尾
張
津
嶋
の
﹁
大
橋
系
図
﹂
が
結
び
つ
い
た
と
の
仮
説
を
提
示
し
た⑨
︒
実
際
︑
浪
合
神
社
の
祭
神
は
︑
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶

一
〇
月
の
最
古
の
棟
札
で
は
﹁
之
義
権
現
﹂
と
さ
れ
阿
島
藩
の
知
久
直
頼
が
造
営
に
関
わ
り
︑
明
和
二
年
︵
一
七
六
五
︶
六
月
の
棟
札
に
な
っ

て
は
じ
め
て
﹁
尹
良
親
王
﹂
が
現
れ
た⑩
︒

さ
て
富
岡
鉄
斎
が
下
伊
那
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
に
宗
良
親
王
︑
尹
良
親
王
の
事
跡
を
調
査
し
﹁
浪
合

日
記
﹂
を
著
し
た
松
浦
武
四
郎
の
影
響
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
京
都
と
飯
田
の
間
を
行
き
来
し
て
い
た
︑
平
田
門
人
で
京
染
業
を
営
ん
で
い
た
池

村
︵
伊
勢
屋
︶
久
兵
衛
の
導
き
も
あ
っ
た⑪
︒
鉄
斎
は
︑
明
治
八
年
六
月
二
六
日
︑
尹
良
親
王
の
遺
跡
調
査
の
た
め
に
京
都
を
出
発
し
︑
七
月
二

日
︑
中
津
川
か
ら
︑
熊
笹
の
繁
茂
す
る
神
坂
峠
を
越
え
て
︑
六
抱
え
も
あ
る
大
杉
二
本
が
聳
え
る
薗
原
︵
園
原
︶
の
住
吉
明
神
︵
現
神
坂
神
社
︶

に
着
い
た
︒
万
葉
集
に
歌
わ
れ
た
箒
木
の
名
木
を
﹁
中
古
ノ
物
﹂
と
評
価
し
た
の
ち
︑
浪
合
村
に
い
た
っ
た
︒
七
月
三
日
に
堯
翁
寺
に
詣
で
て
︑

大
般
若
経
︑
﹃
浪
合
記
﹄
︑
浪
合
の
碑
文
を
写
し
︑
﹁
南
朝
従
士
奉
皇
孫
︑
激
戦
兵
亡
浪
合
村
︑
遺
跡
草
深
人
不
到
︑
慨
然
拭
涙
薦
蘋
蘩
︵
神
へ

の
供
え
︶

寒
烟
荒
草
境
﹂
と
の
詩
を
詠
じ
た
︒
ま
た
後
に
描
い
た
︑
﹁
浪
合
神
社
図
﹂
の
画
賛
で
も
︑
﹁
遺
臣
曽
て
此
に
皇
孫
を
奉
ず
︒
一
戦

亡の
が

る
る
こ
と
無
し
浪
合
邨む
ら

︒
老
樹
森
々
昼
猶
暗
し
︒
慨
然
涙
を
揮
つ
て
蘋ひ
ん

蘩ぱ
ん

を
薦
む
︒
﹂
︹
図
版
 ⑫
︺
と
記
し
た
︒

そ
の
後
︑
同
月
四
日
か
ら
一
四
日
ま
で
飯
田
に
滞
在
し
た
︒
飯
田
に
滞
在
中
の
京
都
の
画
家
・
鈴
木
百
仙
︵
松
年
︶
や
︑
尹
良
親
王
遺
跡
顕

彰
に
地
元
で
努
力
す
る
平
田
門
人
︑
栗
矢
村
の
原
九
右
衛
門
や
浪
合
村
の
増
田
平
八
郎
︑
飯
田
の
呉
服
商
・
岩
崎
才
治
ら
と
︑
尹
良
親
王
顕
彰

の
石
碑
建
て
る
こ
と
を
相
談
し
た
︒
書
画
の
依
頼
も
多
く
︑
飯
田
を
辞
す
と
き
に
池
村
久
兵
衛
に
潤
筆
料
の
う
ち
二
〇
円
を
︑
尹
良
親
王
の
石

碑
を
建
立
す
る
た
め
に
託
し
た
︒
ま
た
一
一
日
に
は
大
宮
諏
訪
神
社
の
楠
木
社
の
﹁
楠
公
祭
典
﹂
に
参
詣
し
て
い
る
︒
慶
応
二
年
に
大
坂
表
警

備
に
就
い
た
飯
田
藩
士
が
燈
籠
を
そ
の
楠
木
社
に
寄
進
し
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
鉄
斎
は
甲
府
か
ら
富
士
山
登
山
を
へ
て
︑
東
京
で
松
浦
武
四
郎

に
会
っ
て
浪
合
行
き
の
感
激
を
報
告
し
て
い
る
︒
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図 浪合神社図（明治!年、40歳、

『鉄斎研究』14号より転載）明
治
三
六
年
一
〇
月
二
日
︑
二
度
目
の
下
伊
那
行
き
で
は
︑
京
都
を
発
っ
た
鉄
斎
は
︑
四
日
に
飯
田
か
ら
出
迎
え
に
き
た
鉄
斎
の
弟
子
の
安

藤
耕
斎
︑
岩
崎
才
治
︑
そ
し
て
智
里
村
園
原
の
熊
谷
直
一
と
と
も
に
中
津
川
か
ら
神
坂
峠
を
越
え
て
︑
神
坂
神
社
の
園
原
碑
の
前
で
休
憩
し
た
︒

園
原
碑
は
︑
明
治
三
四
年
︵
一
九
〇
一
︶
九
月
に
︑
佐
久
郡
出
身
で
熱
田
大
宮
司
の
角
田
忠
行
が
撰
文
し
︑
依
頼
を
受
け
て
鉄
斎
が
揮
毫
し
た

も
の
で
︑
日
本
武
尊
御
腰
掛
石
の
傍
ら
に
園
原
古
跡
保
存
会
が
建
立
し
た
も
の
で
あ
る⑬
︒
鉄
斎
は
︑
一
〇
月
一
三
日
︑
午
前
九
時
に
人
力
車
と

馬
車
に
分
乗
し
て
浪
合
ま
で
登
り
︑
午
後
六
時
着
︒
村
人
は
礼
服
で
出
迎
え
︑
そ
の
日
は
村
長
後
藤
平
吾
の
家
に
泊
っ
た
︒

明
く
る
一
四
日
︑
晴
天
︑
午
後
一
時
に
鉄
斎
は
登
山
し
て
副
祭
主
を
勤
め
︑
尹
良
親
王
殉
難
記
念
碑
建
碑
式
の
祝
詞
を
誦
し
た
︒
他
に
神
事

を
︑
飯
田
郊
戸
神
社
神
官
で
平
田
門
人
の
樋
口
与
平
︑
阿
布
知
神
社
の
神
官
小
笠
原
賢
太
郎
ら
七
名
が
と
り
お
こ
な
っ
た
︒

原
九
右
衛
門
の
﹁
奉
告
之
辞
﹂
に
続
い
て
︑
祭
主
で
あ
る
鉄
斎
は
﹁
祝
詞
﹂
で
︑
後
醍
醐
天
皇
の
皇
孫
で
あ
る
尹
良
親
王
が
︑
﹁
天
運
不
到
﹂
︑

浪
合
で
果
て
た
の
を
︑
地
元
で
は
惣
代
の
原
九
右
衛
門
に
い
た
る
ま
で
五
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
奉
祀
し
て
き
た
こ
と
の
意
義
を
訴
え
る
︒
王
政

復
古
に
よ
り
﹁
其
廃
起
之
理
勤
王
之
忠
臣
者
栄
爵
を
賜
り
万
漏
事
無
と
厚
き
皇
恩
四
海
に
満
る
に
至
れ
り
﹂
と
し
︑
明
治
一
三
年
に
西
四
辻
公
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業
が
︑
命
を
受
け
て
﹁
其
墓
所
視
察
令
為
給
以
且
土
人
之
確
説
を
聞
召
し
て
詳
を
奏
ひ
し
由
を
漏
承
り
ぬ
折
是
其
墓
所
修
整
ひ
守
部
を
置
賜

ひ
﹂
と
回
顧
し
た
︒

明
治
三
六
年
の
鉄
斎
の
浪
合
訪
問
の
目
的
は
︑
明
治
一
四
年
の
尹
良
親
王
墓
の
治
定
を
受
け
︑
尹
良
親
王
に
﹁
謹
て
大
前
奉
告
﹂
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
︒
し
か
し
実
は
鉄
斎
は
︑
明
治
三
六
年
の
時
点
で
浪
合
に
尹
良
親
王
の
墓
は
な
い
と
考
え
て
い
た
︒

﹁
東
遊
記
事
﹂
一
〇
月
一
四
日
条
に
い
う
︒

此
社
ニ
慶
長
年
中
棟
札
有
り
し
と
︑
此
村
中
数
度
之
火
災
ニ
罹
リ
旧
記
今
存
す
る
も
の
な
し
︑
此
青
山
家
此
殉
難
諸
墓
者
三
百
年
を
経
過
せ
し
︑
古
昔

古
木
鬱
々
︑
此
実
地
を
検
考
すマ

れマ

鎌
倉
大
草
紙
之
南
方
宮
宗
良
親
︵
王
︶
戦
死
あ
ら
せ
し
跡
な
る
べ
き
も
当
時
之
記
載
之
歴
史
な
け
れ
ハ
遂
ニ
浪
合
記
之

妄
説
ハ
出
る
な
ら
ん

其
境
ニ
此
資
料
有
リ
此
浮
説
之
書
出
世
ニ
流
伝
し
て
世
之
疑
惑
を
買
に
至
る
也
︒
今
宮
内
省
の
御
命
に
て
西
四
辻
公
業
検
査
土
人
之
口
碑
を
能
聞
質
し

遂
ニ
御
墓
所
と
決
定
︑
守
部
を
置
︑
又
宮
之
御
墓
所
近
傍
従
臣
殉
難
諸
家
之
塚
数
ケ
所
︑
散
在
之
地
を
併
セ
御
買
上
と
な
り
︑
皆
官
有
地
と
成
︑
是
ニ
而

宗
良
親
王
之
御
墓
不
然
ハ
土
人
之
確
説
と
す
る
尹
良
親
王
之
墓
︑
何
れ
に
て
も
よ
し
︑
而
今
之
保
存
之
挙
︑
先
一
段
落
畢
︒

歴
史
的
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
尹
良
親
王
の
臣
下
の
青
山
蔵
人
師
重
の
墓
も
三
百
年
を
経
過
し
た
﹁
古
昔
古
木
鬱
々
﹂
の
な
か
に
あ
る
︒

浪
合
は
︑
﹁
実
地
を
検
考
﹂
す
れ
ば
︑
室
町
時
代
に
成
立
し
た
﹃
鎌
倉
大
草
紙
﹄
に
記
載
さ
れ
た
尹
良
親
王
の
父
で
あ
る
﹁
南
方
宮
宗
良
親

︵
王
︶
戦
死
あ
ら
せ
し
跡
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
﹃
浪
合
記
﹄
の
尹
良
親
王
の
戦
死
は
後
年
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
妄
説
で
あ
る
と
︑
鉄
斎
は
喝
破

し
た
︒
室
町
時
代
に
成
立
し
た
﹃
鎌
倉
大
草
紙
﹄
で
は
﹁
新
田
殿
は
去
ル
永
徳
の
比
迄
︑
信
濃
国
大
川
原
と
い
ふ
所
に
ふ
か
く
隠
れ
て
有
け
る

を
︑
国
中
皆
背
申
︑
宮
を
初
新
田
一
門
浪
合
と
申
所
に
て
皆
討
死
し
て
﹂
と
あ
る⑭
︒
鉄
斎
は
︑
浪
合
で
討
ち
死
に
し
た
宮
と
は
︑
大
川
原
の
信

濃
宮
で
暮
ら
し
た
宗
良
親
王
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
た
︒
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し
か
し
鉄
斎
は
続
け
て
︑
西
四
辻
勅
使
は
﹁
土
人
之
口
碑
﹂
を
よ
く
聞
い
て
︑
尹
良
親
王
墓
を
治
定
し
︑
ま
わ
り
の
殉
難
諸
臣
の
塚
も
官
有

地
に
し
た
と
す
る
︒
宗
良
親
王
の
墓
︵
宮
内
省
は
井
伊
谷
に
治
定
す
る
︶
で
あ
っ
て
も
︑
地
域
の
人
々
︵
土
人
︶
が
﹁
確
説
﹂
と
す
る
尹
良
親
王
の

墓
で
あ
っ
て
も
︑
﹁
何
れ
に
て
も
よ
し
﹂
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
鉄
斎
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
︑
浪
合
の
墓
は
宗
良
親
王
の
墓
で
あ
る
が
︑
い
っ

た
ん
宮
内
省
が
決
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
尹
良
親
王
墓
で
良
い
と
︑
鉄
斎
は
受
け
入
れ
て
い
る
︒

鉄
斎
は
︑
地
域
に
残
る
口
碑
や
伝
説
が
︑
南
朝
の
忠
臣
と
い
う
国
民
道
徳
に
合
致
し
て
︑
宮
内
省
が
治
定
す
れ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
そ
の
結
論

を
受
け
入
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
皇
室
崇
敬
の
も
と
と
な
る
祖
先
崇
拝
や
家
族
国
家
観
を
旨
と
す
る
名
教
的
な
歴
史
観
︑
そ
の
も
の
で
あ
る⑮
︒
天

皇
の
裁
可
は
絶
対
の
も
の
で
変
更
は
な
い
︒
の
ち
の
大
正
三
年
︵
一
九
一
四
︶
に
黒
板
勝
美
は
︑
楠
木
正
成
父
子
の
﹃
太
平
記
﹄
に
記
さ
れ
た

桜
井
の
駅
の
別
れ
は
史
実
で
は
な
い
が
︑
幕
末
に
﹁
国
民
を
感
奮
せ
し
め
た
一
の
史
蹟
﹂
と
し
て
保
存
の
意
義
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る⑯
︒

な
お
鉄
斎
は
︑
所
蔵
す
る
﹃
浪
合
別
記
﹄
第
一
︵
鉄
斎
美
術
館
所
蔵
︶
の
奥
書
に
︑
明
治
八
年
に
︑
﹁
信
州
浪
合
村
謁
尹
良
親
王
社
観
親
王
真

筆
大
般
若
経
二
巻
︑
亦
観
此
本
︵
﹃
浪
合
記
﹄

高
木
︶
於
飯
田
但
此
本
鎮
西
五
郎
写
本
﹂
を
謄
写
し
︑
続
け
て
︑
﹁
明
治
十
三
年
六
月
廿
九
日

勅
使
西
四
辻
公
業
卿
︑
尹
良
親
王
御
墓
え
御
参
拝
︑
但
主
上
御
巡
幸
木
曽
街
道
□
ヨ
リ
名
古
屋
へ
御
巡
幸
ノ
節
也
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
し
た
が

っ
て
明
治
一
三
年
の
尹
良
親
王
墓
の
治
定
時
点
ま
で
は
︑
被
葬
者
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
そ
の
後
︑
鉄
斎
は
︑
明
治
二
二
年
八
月
二
二
日
に
は
︑
遠
州
引
佐
郡
井
伊
谷
村
龍
潭
寺
の
宗
良
親
王
を
祀
る
井
伊
谷
宮
に
詣
で
た
︒

井
伊
谷
宮
は
寺
の
境
内
を
割
い
て
建
て
ら
れ
︑
宗
良
親
王
の
墓
に
つ
い
て
は
﹁
旧
ハ
龍
潭
寺
境
内
ニ
御
墓
地
︑
一
新
後
分
離⑰
﹂
と
な
っ
た
︒
明

治
六
年
六
月
九
日
に
︑
崇
徳
上
皇
を
祀
る
京
都
の
白
峰
神
社
︑
護
良
親
王
を
祀
る
鎌
倉
宮
︑
宗
良
親
王
を
祀
る
井
伊
谷
宮
は
官
幣
中
社
と
な
っ

た
が
︑
こ
の
頃
︑
井
伊
谷
宮
で
は
﹁
仏
形
ノ
御
塔
﹂
が
神
社
に
隣
接
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
︒
同
年
一
二
月
に
宗
良
親
王
墓
は
陵
墓

に
決
定
し
た⑱
︒
ま
た
鉄
斎
の
盟
友
で
あ
る
谷
鉄
臣
が
︑
井
伊
谷
宮
の
創
建
に
尽
力
し
た
と
い
う⑲
︒

こ
の
と
き
鉄
斎
は
宮
司
の
大
井
管
磨
の
案
内
で
周
辺
を
一
覧
す
る
が
︑
近
傍
の
城
山
の
北
方
に
は
︑
二
七
里
で
伊
那
郡
浪
合
に
至
る
道
が
あ

る
と
感
慨
に
ひ
た
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
宗
良
親
王
遺
跡
へ
の
踏
査
を
ふ
ま
え
た
上
で
︑
鉄
斎
は
浪
合
に
宗
良
親
王
墓
が
あ
る
と
の
説
に
変
化
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し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

︵
	
)

尹
良
親
王
墓
の
宮
内
省
治
定

尹
良
親
王
墓
が
︑
宮
内
省
に
よ
り
治
定
さ
れ
る
経
緯
を
振
り
返
り
た
い
︒

天
保
二
年
︵
一
八
三
一
︶
三
月
に
浪
合
の
浪
合
胤
久
・
後
藤
基
憲
ら
が
尾
張
藩
儒
者
秦
鼎
に
委
託
し
て
︑
尹
良
親
王
石
碑
の
建
設
運
動
が
あ

っ
た
︒
ま
た
東
京
遷
都
前
に
浪
合
村
の
増
田
平
八
郎
は
︑
二
条
城
内
の
太
政
官
に
尹
良
親
王
の
陵
墓
保
存
を
請
願
し
た
が
実
ら
な
か
っ
た⑳
︒

明
治
元
年
一
二
月
二
五
日
に
旗
本
︵
下
大
夫
︶
の
近
藤
利
三
郎
が
︑
﹃
浪
合
記
﹄
の
考
証
に
よ
り
尹
良
親
王
御
廟
造
営
の
御
用
掛
へ
の
任
命
を

求
め
て
伊
那
県
に
働
き
か
け
た
︒
こ
う
し
た
近
藤
利
三
郎
の
動
き
に
刺
激
さ
れ
︑
明
治
二
年
正
月
四
日
に
は
︑
﹃
浪
合
記
﹄
に
で
て
く
る
尹
良

親
王
に
仕
え
た
知
久
祐
超
の
末
裔
と
称
す
る
阿
島
の
旗
本
・
知
久
左
衛
門
五
郎
も
︑
伊
那
県
に
﹁
尹
良
親
王
御
陵
︑
御
宮
御
普
請
御
用
掛
御
願

書
﹂
を
差
し
出
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
近
藤
や
知
久
の
動
き
を
受
け
て
︑
同
年
正
月
八
日
に
︑
伊
那
県
か
ら
府
県
掛
弁
事
に
宛
て
て
︑
近
藤
に
命

じ
て
調
べ
た
地
図
や
﹃
浪
合
記
﹄
他
の
資
料
を
添
え
て
︑
﹁
尹
良
親
王
御
廟
興
立
﹂
の
伺
い
が
提
出
さ
れ
︑
神
祇
官
ま
で
届
い
た
︒
伊
那
県
の

伺
い
の
中
に
︑
﹁
御
興
立
被
仰
出
候
ハ
ヽ
︑
先
般
楠
中
将
︑
豊
太
閤
霊
廟
御
修
営
ニ
付
被
仰
出
候
御
趣
意
ニ
基
キ
︑
当
国
諸
藩
始
士
庶
人
ニ
至

迄
有
志
者
ハ
献
備
願
出
次
第
﹂
と
あ
り
︑
楠
正
成
・
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
顕
彰
の
時
流
を
︑
地
域
の
側
も
意
識
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う㉑
︒

明
治
一
一
年
八
月
一
日
に
は
︑
浪
合
耕
地
総
代
の
近
藤
謙
吉
・
近
藤
直
七
郎
・
増
田
平
八
郎
︑
副
戸
長
の
鈴
木
堅
次
郎
︑
戸
長
の
佐
藤
平
蔵

の
連
名
で
︑
長
野
県
令
楢
崎
寬
直
に
宛
て
て
︑
以
下
の
願
が
出
さ
れ
た
︒

一
尹
良
親
王
御
墓

当
所
ハ
親
王
御
戦
死
之
墟
ニ
シ
テ
御
墓
有
之
︑
親
王
御
敵
愾
御
忠
烈
之
御
遺
蹟
ハ
史
乗
ニ
歴
々
千
載
奉
仰
候
御
義
ニ
御
座
候
︑
然
ル
ニ
建
武
御
中
興
之

諸
臣
楠
公
ヲ
始
各
々
被
列
官
幣
社
︑
当
御
墓
之
義
︑
未
タ
御
沙
汰
モ
御
座
候
間
︑
何
卒
至
急
御
詮
議
被
為
在
候
様
︑
伏
テ
奉
懇
願
候
︑
仰
望
候
謹
言
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こ
こ
で
も
楠
公
始
め
南
朝
忠
臣
の
顕
彰
の
潮
流
の
中
で
︑
地
域
が
動
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
明
治
一
二
年
六
月
七

日
に
︑
長
野
県
令
楢
崎
寬
直
よ
り
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
に
宛
て
て
︑
﹁
該
地
有
志
人
民
ニ
於
テ
親
王
御
忠
烈
ノ
遺
績
追
慕
ノ
余
リ
御
廟
造
修
ノ

志
願
等
屢
申
出
モ
有
之
︑
且
南
朝
功
臣
ノ
節
義
ニ
於
ル
御
一
新
以
来
︑
特
ニ
御
追
賞
被
遊
﹂
よ
う
に
と
︑
地
元
の
熱
意
に
動
か
さ
れ
て
︑
尹
良

親
王
墓
の
修
繕
を
促
す
上
申
が
出
さ
れ
た㉒
︒

明
治
一
三
年
六
月
の
北
越
行
幸
の
折
︑
松
本
か
ら
木
曽
路
を
明
治
天
皇
が
通
る
こ
と
に
な
り
︑
品
川
弥
二
郎
が
御
巡
幸
供
奉
先
発
と
な
り
︑

飯
田
に
滞
在
し
た㉓
︒
そ
こ
に
地
元
の
増
田
平
八
郎
ら
が
尹
良
親
王
墓
の
治
定
を
訴
え
て
関
係
資
料
を
携
え
て
品
川
を
訪
問
す
る
が
面
会
は
か
な

わ
ず
︑
幕
末
以
来
︑
品
川
と
知
己
で
あ
り
飯
田
に
隠
棲
し
て
い
た
尊
王
家
の
松
尾
多
勢
子
が
品
川
を
説
得
し
た
︒
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
品
川
が
六

月
二
六
日
に
木
曽
福
島
行
在
所
の
天
皇
に
上
奏
し
︑
天
皇
は
六
月
二
七
日
に
西
四
辻
公
業
侍
従
を
勅
使
と
し
て
浪
合
に
派
遣
し
視
察
す
る
よ
う

命
じ
た
︒
七
月
一
日
に
西
四
辻
侍
従
と
宮
内
省
文
学
御
用
掛
の
加
部
巌
夫
が
︑
浪
合
か
ら
名
古
屋
の
行
在
所
に
帰
っ
て
き
た
が
︑
同
じ
く
文
学

御
用
掛
の
池
原
香
穉
が
︑
そ
こ
で
二
人
か
ら
浪
合
視
察
の
次
第
を
聞
き
取
っ
て
い
る
︒
聞
き
取
り
に
よ
る
と
︑
六
月
二
八
日
に
浪
合
の
暁
応
院

︵
堯
翁
院
︶
に
泊
ま
っ
た
二
人
は
︑
﹁
尹
良
王
の
こ
と
の
跡
︑
口
つ
か
ら
つ
た
へ
た
る
こ
と
と
も
を
尋
ね
︒
浪
合
記
︒
其
外
の
か
き
た
る
も
の
と

も
取
集
め
て
︒
事
と
も
は
て
ヽ
う
ち
ふ
し
た
る
は
︑
夜
半
す
く
る
こ
と
に
及
へ
り
﹂
︒
翌
二
九
日
に
は
︑
浪
合
神
社
や
尹
良
親
王
の
墓
や
忠
臣

た
ち
の
墓
を
め
ぐ
る
が
︑
﹁
け
に
尹
良
親
王
の
ま
こ
と
の
御
墓
な
ら
ん
も
し
る
へ
か
ら
す
︒
か
ゝ
れ
ハ
︒
其
真
偽
ハ
し
ハ
ら
く
お
き
て
︒
あ
は

れ
千
年
の
後
に
残
る
へ
く
な
さ
ま
ほ
し
き
や
﹂
と
述
懐
し
て
い
る㉔
︒

そ
し
て
明
治
一
三
年
一
一
月
九
日
に
は
︑
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
よ
り
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
宛
て
て
﹁
五
世
以
上
諸
王
墳
墓
取
締
方
之
儀
ニ

付
伺
﹂
で
︑
尹
良
親
王
は
﹁
墳
墓
ノ
所
在
ハ
明
了
﹂
で
あ
る
の
で
︑
親
王
宣
下
と
賜
姓
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
︑
親
王
宣
下
の
あ
る
諸
王
に
準
じ

て
取
り
締
ま
る
べ
き
こ
と
が
上
申
さ
れ
︑
三
条
が
同
年
一
二
月
二
八
日
に
﹁
聞
届
﹂
と
し
た
︒
か
く
し
て
明
治
一
四
年
二
月
一
四
日
︑
尹
良
親

王
墓
へ
の
治
定
と
な
っ
た㉕
︒
あ
わ
せ
て
︑
同
日
に
親
王
に
殉
じ
て
戦
死
し
た
臣
下
が
埋
葬
さ
れ
る
陪
塚
い
号
︑
ろ
号
︑
は
号
が
︑
宮
内
省
に
よ

り
治
定
さ
れ
た㉖
︒
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鉄
斎
は
︑
明
治
三
三
年
五
月
に
︑
﹁
勅
使
参
向
の
碑
﹂
に
﹁
故
侍
従
子
爵
西
四
辻
公
業
卿
︑
嚮
奉
叡
旨
巡
覧
浪
合
古
戦
場
之
日
︑
所
奉
弔
尹

良
親
王
和
歌
也
︑
鐫
以
伝
世
﹂
と
︑
公
業
の
﹁
き
く
た
に
も
か
な
し
か
り
け
り
音
た
て
て
い
は
に
く
た
く
る
な
み
あ
ひ
の
み
つ
﹂
と
い
う
歌
を
︑

尹
良
親
王
の
墓
と
と
も
に
顕
彰
し
て
い
る
︒
ま
さ
に
﹁
名
教
の
精
神
﹂
で
あ
る
︒

﹁
信
濃
浪
合
及
登
嶽
記㉗
﹂
に
よ
る
と
︑
明
治
八
年
七
月
の
浪
合
行
き
の
の
ち
に
︑
鉄
斎
は
大
阪
府
知
事
の
西
四
辻
公
業
に
謁
見
し
て
︑
﹁
浪

合
古
跡
之
事
を
縷
々
陳
述
﹂
し
た
と
い
う
︒
そ
の
後
︑
明
治
一
三
年
に
木
曽
路
行
幸
が
あ
る
こ
と
を
︑
﹁
土
人
︵
下
伊
那
の
地
域
の
人
︶
︑
余

︵
鉄
斎
︶
之
大
鳥
神
社
へ
報
知
来
︑
余
則
同
国
伍
和
村
︑
原
九
右
衛
門
ニ
一
書
を
送
り
︑
四
ツ
辻
公
ヘ
参
謁
し
︑
且
ツ
浪
合
弔
古
之
和
歌
を

願
﹂
い
︑
明
治
一
三
年
六
月
二
九
日
に
既
述
の
公
業
の
和
歌
を
得
た
︒
そ
の
後
︑
飯
田
の
地
域
の
人
々
と
建
碑
を
は
か
り
︑
山
中
静
逸
や
谷
鉄

臣
ら
に
撰
文
を
依
頼
す
る
が
実
現
せ
ず
︑
明
治
三
三
年
四
月
以
降
に
建
碑
式
へ
と
具
体
化
し
て
い
っ
た
︒
以
上
の
経
過
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
︑

地
域
の
人
々
の
尹
良
親
王
墓
の
顕
彰
運
動
が
あ
る
な
か
で
︑
実
は
︑
明
治
八
年
の
鉄
斎
の
浪
合
︑
飯
田
行
き
に
始
ま
っ
て
︑
明
治
一
三
年
行
幸

時
の
勅
使
西
四
辻
公
業
の
派
遣
を
導
い
た
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
は
︑
鉄
斎
で
あ
っ
た
︒

︵


)

古

典

の

嵯

峨

嵯
峨
に
お
い
て
は
︑
江
戸
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
古
典
の
由
緒
が
顕
彰
さ
れ
︑
社
寺
や
史
跡
が
復
興
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
一
八
世
紀
に
存

在
し
た
往
生
院
︑
三
宝
院
︵
滝
口
寺
︶
は
︑
の
ち
に
廃
絶
し
た
︒
そ
の
復
興
に
は
︑
北
垣
国
道
京
都
府
知
事
の
役
割
が
大
き
く
︑
嵯
峨
の
景
観

を
整
備
し
︑
平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
の
明
治
二
八
年
︵
一
八
九
五
︶
に
︑
祇
王
寺
の
再
興
を
企
て
た
︒
堀
永
休
編
﹃
嵯
峨
誌㉘
﹄
で
は
︑
嵯
峨

村
村
長
の
野
路
井
孝
治
や
地
域
の
井
上
与
一
郎
・
小
林
吉
明
ら
や
大
覚
寺
門
跡
楠
玉
諦
ら
と
と
も
に
︑
﹁
北
垣
男
爵
は
祇
王
が
水
利
を
興
せ
し

事
実
は
感
ず
る
に
余
あ
り
と
て
︑
深
く
其
事
を
称
賛
し
︑
自
己
の
別
荘
中
の
一
棟
を
畳
建
具
と
共
に
寄
附
﹂
し
た
と
し
︑
平
清
盛
に
請
う
て
︑

祇
王
が
故
郷
の
野
洲
郡
祇
王
村
に
水
利
を
引
い
た
故
事
を
北
垣
の
琵
琶
湖
疏
水
事
業
に
重
ね
て
い
る
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
の
清
盛
と
祇
王
・
祇

女
・
仏
御
前
の
世
界
が
︑
明
治
三
五
年
︵
一
九
〇
二
︶
の
祇
王
寺
再
興
と
な
っ
て
実
現
し
た㉙
︒
ま
た
滋
賀
県
野
洲
市
の
妓
王
寺
に
も
︑
北
垣
国
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道
や
京
都
日
出
新
聞
記
者
・
金
子
静
枝
︑
富
岡
鉄
斎
な
ど
が
名
を
連
ね
る
祇
王
寺
再
興
の
勧
財
書
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

清
凉
寺
の
西
隣
の
宝
筐
院
は
幕
末
に
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
が
︑
明
治
二
四
年
︵
一
八
九
一
︶
に
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
が
︑
楠
木
正
行
を
顕

彰
す
る
欽
忠
碑
︵
撰
文
・
谷
鉄
臣
︶
を
建
て
︑
高
木
龍
淵
天
龍
寺
管
長
や
実
業
家
川
崎
芳
太
郎
︑
富
岡
鉄
斎
な
ど
に
よ
っ
て
大
正
期
に
再
興
さ

れ
た
寺
院
で
あ
る
︒
北
垣
国
道
の
日
記
﹃
塵
海
﹄
の
明
治
二
七
年
五
月
七
日
条
に
は
︑
﹁
谷
鉄
臣
翁
ニ
小
楠
公
︵
楠
正
行
︶
首
塚
・
新
田
︵
義

貞
︶
公
首
塚
建
碑
ノ
件
︑
宮
内
省
エ
賜
金
願
ノ
件
︑
杉
︵
孫
七
郎
︶
氏
エ
談
示
ノ
上
︑
不
日
運
フ
ヘ
キ
ニ
付
︑
有
志
者
ニ
通
達
ア
ル
ヘ
キ
旨
送

書
ス㉚
﹂
と
あ
り
︑
北
垣
国
道
が
宮
内
省
の
杉
孫
七
郎
を
通
じ
て
宮
内
省
の
下
賜
金
を
願
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

実
は
こ
う
し
た
北
垣
国
道
の
動
き
よ
り
も
早
く
︑
ま
た
そ
の
顕
彰
を
下
支
え
す
る
も
の
と
し
て
︑
鉄
斎
を
中
心
と
す
る
在
野
の
文
人
た
ち
の

活
動
が
あ
り
︑
彼
ら
は
嵯
峨
に
遊
び
︑
古
典
を
顕
彰
し
た
︒

明
治
二
二
年
五
月
二
九
日
の
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
に
︑
﹁
小
楠
公
の
首
塚
あ
る
事
ハ
︑
徳
川
時
代
に
ハ
深
く
秘
し
て
ま
た
知
る
人
稀
な
り
し

が
︑
明
治
十
五
年
の
頃
京
都
の
人
︑
山
中
巨
天
︵
静
逸
︶
︑
富
岡
鉄
斎
︑
谷
鉄
臣
翁
等
始
め
て
此
事
を
調
べ
出
し
︑
有
志
と
計
り
て
例
年
一
月

天
龍
寺
に
於
て
法
会
を
営
み
︑
詩
歌
を
霊
前
に
供
し
て
弔
ひ
祭
る
事
と
ハ
な
り
し
が
︑
今
度
右
首
塚
に
一
大
紀
念
碑
を
建
設
せ
ん
こ
と
を
発

起
﹂
し
尽
力
す
る
と
の
記
事
が
あ
る
︒

こ
の
記
事
か
ら
︑
鉄
斎
が
︑
大
鳥
神
社
の
宮
司
を
辞
し
て
京
都
に
戻
っ
た
翌
年
の
明
治
一
五
年
︵
一
八
八
二
︶
に
︑
山
中
静
逸
︑
谷
鉄
臣
と

と
も
に
︑
小
楠
公
の
首
塚
を
見
つ
け
出
し
て
法
要
を
執
り
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
鉄
斎
の
﹃
筆
録
﹄
︵
鉄
斎
美
術
館
蔵㉛
︶
に
は
︑

明
治
二
十
年
十
一
月
四
日
︑
与
谷
鉄
臣
︑
江
馬
天
江
︵
聖
欽
︶
︑
河
田
景
福
︑
吉
田
嘿
︵
玄
蕃
︶
︑
等
持
院
︵
二
階
堂
︶
北
溟
︑
余
父
子
同
伴
︑
再
此
地
ヲ

訪
フ
︑
大
ニ
荒
蕪
シ
哀
ナ
ル
景
況
︑
谷
翁
等
云
ク
︑
此
新
田
公
祠
ヲ
保
存
ノ
策
ヲ
為
ス
ベ
シ

小
楠
公
墓
継
而
二
十
一
年
一
月
︑
河
田
氏
新
路
ヲ
開
キ
墓
ノ
傾
キ
ヲ
正
シ
ク
シ
入
口
ニ
標
石
ヲ
建
ツ
︑
先
ツ
是
ニ
テ
可
ナ
リ
︑
入
口
宝
筐
院
墓
︑
小
楠
公
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首
塚
ノ
標
石
︑
谷
鉄
臣
書
︑
河
田
氏
ハ
此
外
名
蹟
ノ
湮
滅
等
傷
ミ
︑
私
財
ヲ
抛
︑
修
補
ス
ル
箇
所
多
シ
︑
善
人
ト
可
謂
︑
鉄
臣
為
□
可
謂
有
志
家
也

鉄
斎
は
謙
三
を
と
も
な
っ
て
︑
谷
鉄
臣
︑
江
馬
天
江
︑
河
田
景
福
ら
文
人
仲
間
と
嵯
峨
を
再
訪
し
︑
史
跡
の
荒
蕪
を
歎
い
た
︒
谷
鉄
臣
は
︑

新
田
義
貞
の
祠
︵
首
塚
か
︶
の
保
存
を
訴
え
︑
河
田
景
福
は
私
財
を
な
げ
う
っ
て
小
楠
公
首
塚
を
修
補
し
︑
谷
鉄
臣
は
標
石
に
揮
毫
し
た
︒
の

ち
に
宝
筐
院
首
塚
の
前
に
は
︑
鉄
斎
が
﹁
精
忠
﹂
﹁
碎
徳
﹂
と
揮
毫
し
た
石
灯
籠
一
対
が
奉
献
さ
れ
た
︒
こ
の
と
き
︑
﹁
小
楠
公
墓
﹂
は
﹁
北
嵯

峨
宝
筐
院
ニ
在
リ
﹂
と
し
︑
復
興
さ
れ
る
前
の
宝
筐
院
︑
祇
王
寺
周
辺
の
挿
図
が
﹃
筆
録㉜
﹄
に
残
さ
れ
て
い
る
︹
図
版
/
︺
︒

明
治
二
六
年
二
月
二
三
日
付
の
﹃
読
売
新
聞
﹄
に
は
︑

妓
王
寺
を
再
建
せ
ん
と
す

︵
中
略
︶
維
新
後
ハ
寺
禄
を
失
ひ
た
る
上
︑
檀
徒
無
き
に
依
り
維
持
す
る
事
を
得
ず
廃
寺
の
姿
と
な
り
︑
妓
王
妓
女
の
木
像

其
他
同
寺
の
仏
像
等
ハ
同
村
の
真
言
宗
本
山
な
る
大
覚
寺
門
跡
へ
移
し
て
同
寺
に
保
存
し
来
り
し
が
︑
斯
か
る
由
緒
あ
る
寺
院
を
滅
亡
す
る
ハ
遺
憾
な
り

と
て
︑
今
回
大
覚
寺
門
跡
真
言
宗
管
長
々
者
楠
玉
諦
師
が
発
起
人
と
な
り
︑
同
地
の
財
産
家
井
上
与
一
郎
・
小
松
喜
平
治
氏
等
も
賛
成
し
た
る
上
︑
再
興

資
金
三
百
円
を
積
立
て
三
百
名
の
檀
徒
を
作
り
︑
同
寺
再
興
出
願
の
相
談
纏
り
た
る
よ
し
︑
尚
許
可
次
第
寺
院
再
建
の
寄
附
金
を
募
り
︑
来
る
廿
八
年
の

桓
武
天
皇
遷
都
紀
念
祭
執
行
の
期
ま
で
に
新
築
し
︑
同
寺
の
仏
像
其
他
の
什
宝
ハ
大
覚
寺
よ
り
受
継
ぐ
事
に
な
り
た
る
由

と
報
じ
ら
れ
︑
大
覚
寺
門
跡
楠
玉
諦
が
中
心
と
な
り
地
元
の
名
望
家
の
井
上
与
一
郎
ら
と
と
も
に
平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
に
向
け
た
祇
王
寺

の
復
興
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

し
か
し
結
局
︑
祇
王
寺
の
復
興
は
明
治
三
五
年
︵
一
九
〇
二
︶
五
月
二
五
日
に
な
っ
て
実
現
し
︑
鉄
斎
も
嵯
峨
祇
王
寺
入
仏
式
に
参
列
し
︑

﹁
祇
王
寺
境
内
図
﹂
を
描
い
て
寄
附
し
た
︵
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵㉝
︶
︒

﹃
日
出
新
聞
﹄
明
治
三
五
年
五
月
二
六
日
付
に
は
︑
﹁
祇
王
寺
の
入
仏
式
﹂
が
報
じ
ら
れ
︑
祇
王
以
下
の
像
が
大
覚
寺
よ
り
遷
座
さ
れ
︑
﹁
当
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図/ 明治20年「鉄叟筆記」（清荒神清澄寺 鉄斎美術館蔵)

日
式
に
参
列
し
た
る

は
有
吉
葛
野
郡
長
︑

野
路
井
嵯
峨
村
長
︑

山
本
往
生
村
長
︵
近

江
︶
︑
小
松
代
議
士
︑

井
上
︵
与
一
郎
︶
府

会
議
員
︑
谷
鉄
臣
︑

富

岡

鉄

斎
︑
湯

本

︵
文
彦
︶
︑
角
倉
両

府
属
等
に
て
︑
大
覚

寺
門
跡
高
幡
隆
暢
師

導
師
と
な
り
︑
天
龍

寺
清
凉
寺
法
輪
寺
其

他
葛
野
郡
の
真
言
宗

寺
院
住
職
及
び
尼
僧

十
数
名
﹂
が
参
拝
し
︑

谷
鉄
臣
は
詩
を
賦
し
鉄
斎
は
﹁
祇
王
以
下
の
像
を
画
き
て
供
へ
た
﹂
と
い
う
︒
鉄
斎
の
﹃
筆
録
﹄
︵
鉄
斎
美
術
館
蔵㉞
︶
に
も
︑
こ
の
﹃
日
出
新

聞
﹄
の
記
事
が
切
り
貼
り
さ
れ
て
い
る
︒

明
治
二
九
年
八
月
二
三
日
夜
に
は
︑
﹁
泛
舟
於
広
沢
池
賞
月
︑
同
伴
今
泉
雄
作
︑
小
林
吉
明
︑
高
田
静
衛
也
︑
余
及
今
泉
泊
於
椿
茶
屋
頗
快
﹂
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と
︑
広
沢
池
で
の
船
遊
び
の
の
ち
︑
鉄
斎
と
京
都
絵
画
専
門
学
校
の
今
泉
雄
作
は
椿
茶
屋
に
泊
ま
っ
た
と
い
う
︵
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵㉟
︶
︒

明
治
四
三
年
に
は
︑
藤
原
定
家
の
山
荘
の
厭
離
庵
が
復
興
さ
れ
︑
鉄
斎
は
︑
定
家
の
歌
道
を
継
ぐ
冷
泉
泉
雄
と
と
も
に
出
か
け
る
︒
幕
臣
山

岡
鉄
舟
の
娘
が
︑
蘇
っ
た
厭
離
庵
の
庵
主
と
な
っ
て
い
た
︒

当
時
住
職
故
山
岡
鉄
舟
之
令
嬢
剃
染
山
岡
祖
信
︑
是
則
大
村
彦
太
郎
施
主
普
請
也
︑
復
黄
門
︵
藤
原
定
家
︶
ノ
一
故
蹟
也
︑
是
日
同
伴
冷
泉
家
泉
雄
︑
茶

媼
︒
此
山
荘
之
事
者
︑
黄
門
日
乗
明
月
記
ニ
出
タ
ル
ハ
勿
論
也
︑
遠
碧
軒
随
筆
上
巻
ニ
今
嵯
峨
ノ
小
倉
ノ
下
俱
生
神
ノ
辺
を
中
院
ト
云
︑
小
倉
定
家
山
荘

ノ
ユ
ヘ
為
家
モ
居
住
ス
云
々
︑
又
俗
本
百
人
一
首
一
夕
話
ニ
及
広
沢
観
鵞
百
譚
ニ
モ
出
タ
リ
︵
中
略
︶

六
月
八
日
入
仏
式
家
媼
春
子
参
詣
︒
︵
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵㊱
︶

こ
こ
で
鉄
斎
は
︑
厭
離
庵
の
考
証
に
︑
﹃
明
月
記
﹄
﹃
遠
碧
軒
随
筆
﹄
﹃
俗
本
百
人
一
首
一
夕
話
﹄
な
ど
の
文
献
を
参
照
し
て
い
る
︒

①

﹁
彦
五
瀬
命
竈
山
御
墓
︑
長
慶
天
皇
御
陵
図
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

②

大
畑
晴
潔
﹃
紀
州
玉
川
考
﹄
︵
井
本
善
四
郎
撰
︶
宮
内
公
文
書
館
︑
41431
︒

③

外
池
昇
﹃
事
典
陵
墓
参
考
地

も
う
ひ
と
つ
の
天
皇
陵
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二

〇
〇
五
年
︒

④

﹁
長
慶
天
皇
ヲ
皇
代
ニ
列
セ
ラ
ル
﹂
﹃
太
政
類
典
﹄
類
0
1
5
5
7
1
0
0
︑
国
立
公
文

書
館
蔵
︒

⑤

﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹂
宮
内
公
文
書
館
︑
7
3
2
︒

⑥

注
①
と
同
じ
︒

⑦

﹃
浪
合
記
﹄
信
濃
教
育
会
下
伊
那
部
会
﹃
伊
那
史
料
叢
書
﹄
第
一
巻
︑
一
九
一

五
年
︑
山
村
書
院
︒

⑧

﹃
東
国
古
道
記
﹄
上
小
郷
土
研
究
会
︑
一
九
五
二
年
︑
﹃
柳
田
国
男
全
集
﹄
一

九
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
九
年
所
収
︒
小
和
田
哲
男
も
﹁
井
伊
氏
の
成
長
と
三
岳

城
﹂
﹃
争
乱
の
地
域
史

西
遠
江
を
中
心
に
﹄
清
文
堂
︑
二
〇
〇
一
年
で
︑
尹

良
親
王
の
虚
像
の
形
成
に
つ
い
て
は
柳
田
国
男
の
説
に
依
っ
て
い
る
︒

⑨

渡
辺
世
祐
﹁
信
濃
宮
伝
及
び
浪
合
記
に
つ
い
て
﹂
﹃
駿
台
史
学
﹂
第
二
号
︑
一

九
五
二
年
︒

⑩

﹃
浪
合
村
誌
﹄
上
巻
︑
浪
合
村
誌
刊
行
会
︑
一
九
八
四
年
︒

⑪

以
下
︑
﹁
信
濃
浪
合
及
登
嶽
記
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
お
よ
び
﹁
東
遊
漫

筆
﹂
︵
明
治
三
六
年
一
〇
月
︶
﹁
東
遊
記
事
﹂
︵
明
治
三
六
年
一
〇
月
︶
﹁
再
信
記

事
﹂
︵
明
治
三
六
年
一
〇
月
︶
︑
以
上
︑
小
高
根
太
郎
﹃
富
岡
鉄
斎
の
研
究
﹄
芸
文

書
院
︑
一
九
四
四
年
所
収
︒
﹁
富
岡
鉄
斎
年
譜
﹂
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
五
号
︑
一
九
七
一

年
︑
七
号
︑
一
九
七
二
年
︑
村
沢
武
夫
﹃
鉄
斎
と
飯
田
﹄
日
刊
信
州
内
報
社
︑
一

九
八
〇
年
︒

⑫

﹁
浪
合
神
社
図
﹂
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
一
四
号
︑
一
九
七
四
年
︒

⑬

明
治
八
年
と
明
治
三
六
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
神
坂
越
え
を
し
て
︑
鉄
斎
が
立

ち
寄
り
交
流
す
る
園
原
の
熊
谷
直
一
と
︑
彼
が
明
治
三
三
年
に
結
成
し
た
園
原
古
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跡
保
存
会
に
つ
い
て
補
足
し
た
い
︒
園
原
の
熊
谷
直
一
は
︑
日
本
武
尊
の
東
征
伝

説
や
万
葉
集
の
防
人
の
歌
に
ち
な
む
︑
神
坂
峠
か
ら
園
原
に
い
た
る
﹁
古
蹟
の

漸
々
湮
滅
に
帰
し
行
く
を
慨
し
﹂
て
︑
中
央
の
黒
田
清
綱
や
井
上
頼
圀
を
は
じ
め
︑

地
元
で
平
田
門
人
の
原
九
右
衛
門
︑
樋
口
与
平
ら
と
語
っ
て
︑
園
原
古
蹟
保
存
会

を
結
成
し
た
︵
村
沢
武
夫
﹃
園
原
富
士
見
台
﹄
山
村
書
院
︑
一
九
三
六
年
︶
︒
明

治
三
六
年
と
明
治
四
三
年
に
は
熊
谷
直
一
よ
り
天
皇
皇
后
に
園
原
碑
面
の
拓
本
や
︑

﹃
園
原
和
歌
集
﹄
を
献
納
し
て
い
る
︒
明
治
四
三
年
一
月
に
園
原
古
蹟
保
存
会
か

ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
園
原
和
歌
集
﹄
︵
飯
田
市
立
中
央
図
書
館
︑
日
夏
耿
之
介
文
庫
︶

に
は
︑
園
原
に
か
か
わ
る
古
歌
や
︑
東
京
の
鍋
島
直
大
・
福
羽
美
静
を
は
じ
め
全

国
か
ら
園
原
を
題
材
と
し
た
歌
を
募
り
︑
富
岡
鉄
斎
は
﹁
何
事
を
思
ひ
い
て
ゝ
か

秋
風
に
ふ
た
ゝ
ひ
越
る
そ
の
は
ら
の
や
ま
﹂
︑
妻
の
春
子
は
﹁
い
つ
の
世
に
生
出

に
け
む
箒
木
の
名
も
な
つ
か
し
く
思
ほ
ゆ
る
か
な
﹂
の
歌
を
寄
せ
て
い
る
︒
歌
集

を
受
け
取
っ
た
鉄
斎
は
︑
同
年
三
月
七
日
︑
﹁
為
名
勝
古
蹟
之
御
遠カ

策カ

抛
御
身
命

御
苦
労
之
処
︑
万
々
御
察
し
申
上
﹂
と
熊
谷
直
一
宛
て
に
礼
状
を
出
し
て
い
る

︵
﹃
神
阪
越
保
存
会
趣
旨

信
濃

園
原
古
蹟
保
存
会
﹄
一
九
一
三
年
︑
飯
田
市

立
中
央
図
書
館
︑
日
夏
耿
之
介
文
庫
︶
︒
歌
集
と
同
じ
と
き
に
園
原
古
蹟
保
存
会

の
熊
谷
直
一
は
﹃
神
ノ
御
坂
神
社
由
緒
記
﹄
も
出
版
し
て
い
る
︵
飯
田
市
立
中
央

図
書
館
︑
日
夏
耿
之
介
文
庫
︶
︒

⑭

田
口
寬
﹁
架
蔵
写
本
﹃
鎌
倉
大
草
紙
﹄
紹
介
と
翻
刻
︵
一
︶
﹂
﹃
日
本
文
学
研

究
﹄
四
七
︒
な
お
鉄
斎
は
︑
明
治
三
二
年
八
月
九
日
︑
浪
合
で
尹
良
親
王
の
建
碑

運
動
を
進
め
る
岩
崎
才
治
に
宛
て
て
﹁
浪
合
の
事
実
は
正
史
に
不
記
僅
に
曖
昧
之

浪
合
記
一
本
有
之
︑
然
も
後
年
臆
測
之
記
事
に
付
﹂
︑
さ
ら
に
調
査
し
慎
重
を
期

す
よ
う
に
促
し
て
い
る
︵
原
彰
一
﹁
新
資
料
二
書
簡

鈴
木
芙
蓉
・
富
岡
鉄

斎
﹂
﹃
伊
那
﹄
三
四
八
号
︑
一
九
八
一
年
︶
︒

⑮

宮
地
正
人
﹃
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
八
一
年
︒

⑯

黒
板
勝
美
﹁
史
蹟
遺
物
保
存
に
関
す
る
研
究
の
概
説
﹂
﹃
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念

物
﹄
第
一
巻
第
三
号
︑
一
九
一
四
年
︒

⑰

﹁
東
游
記
事
﹂
﹃
筆
録
﹄
﹃
鉄
斎
研
究
﹄
七
二
号
︑
二
〇
〇
九
年
︒

⑱

﹃
太
政
類
典
﹄
第
二
編
明
治
四
年
～
明
治
十
年
︑
太
00479100
︒
外
池
昇
﹁
遠

江
方
廣
寺
の
後
醍
醐
天
皇
陵
﹂
﹃
調
布
日
本
文
化
﹄
一
〇
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

⑲

﹁
信
濃
浪
合
及
登
嶽
記
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

⑳

渡
辺
世
祐
﹃
国
史
論
叢
﹄
文
雅
堂
︑
一
九
五
六
年
︒
市
村
咸
人
﹁
品
川
弥
二
郎

と
松
尾
多
勢
子
﹂
﹃
伊
那
史
叢
説
﹄
第
二
編
︑
山
村
書
院
︑
一
九
三
七
年
︒
﹃
浪
合

村
誌
﹄
上
巻
︒

㉑

﹃
社
寺
取
調
類
纂
﹄
一
四
〇
︑
国
立
国
会
図
書
館
︑
﹁
尹
良
親
王
御
墓
御
普
請

儀
ニ
付
願
書
﹂
宮
内
公
文
書
館
32937
︒

㉒

﹁
尹
良
親
王
御
墓
関
係
書
類
﹂
宮
内
公
文
書
館
32838
︒

㉓

﹁
品
川
弥
二
郎
と
多
勢
子
﹂
﹃
下
伊
那
郡
誌
資
料
﹄
第
六
号
︑
長
野
下
伊
那
郡

役
所
︑
一
九
一
三
年
︒

㉔

池
原
香
穉
﹃
美
登
毛
能
数
﹄
三
︑
宮
内
省
︑
一
八
八
二
年
︒
な
お
明
治
一
四
年

八
月
二
日
の
東
北
行
幸
の
折
に
も
︑
下
野
国
下
那
賀
郡
上
大
領
村
の
戸
長
等
か
ら

宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
宛
の
﹁
孝
謙
天
皇
神
社
の
由
来
﹂
な
ど
を
記
し
た
﹁
具
状

書
﹂
を
提
出
す
る
運
動
に
よ
り
︑
﹁
侍
従
西
四
辻
公
業
を
上
大
領
村
孝
謙
天
皇
社

に
遣
﹂
わ
し
た
事
例
が
あ
る
︵
﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
同
日
条
︶
︒
義
江
明
子
﹁
孝
謙
天

皇
神
社
の
由
来
を
語
る
明
治
一
四
年
具
状
書
と
境
内
﹁
御
代
拝
之
碑
﹂

明
治

天
皇
の
東
北
巡
幸
と
陵
墓
伝
承
を
め
ぐ
る
一
事
例
﹂
﹃
帝
京
史
学
﹄
第
二
八
号
︑

二
〇
一
三
年
︒

㉕

﹁
尹
良
親
王
御
墓
関
係
書
類
﹂
宮
内
公
文
書
館
32838
︒

㉖

﹃
浪
合
村
の
史
跡
﹄
浪
合
村
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
六
年
︒

㉗

﹁
信
濃
浪
合
及
登
嶽
記
﹂
﹃
鉄
斎
筆
録
集
成
﹄
第
一
巻
︒

㉘

堀
永
休
編
﹃
嵯
峨
誌
﹄
一
九
三
二
年
︑
嵯
峨
自
治
会
︒
高
木
博
志
﹁
古
典
文
学

と
近
代
京
都
を
め
ぐ
る
素
描

名
所
の
女
性
化
と
源
氏
物
語
千
年
紀
﹂
﹃
歴
史

評
論
﹄
七
〇
二
︑
二
〇
〇
八
年
︒
山
口
敬
太
他
﹁
嵯
峨
野
の
名
所
再
興
に
み
る
景

観
資
産
の
創
造
と
継
承
に
関
す
る
研
究

祇
王
寺
︑
落
柿
舎
︑
厭
離
庵
の
再
興
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事
例
を
通
し
て
﹂
﹃
土
木
計
画
学
研
究
・
論
文
集
﹄
二
四

二
︑
二
〇
〇
七
年
︒

㉙

小
林
吉
明
﹃
洛
西
景
勝
記
﹄
一
九
二
五
年
︒

㉚

塵
海
研
究
会
編
﹃
北
垣
国
道
日
記
﹁
塵
海
﹂
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
︒

㉛
㉜

明
治
二
〇
年
﹁
鉄
叟
筆
記
﹂
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵
︒

㉝
㉞

﹁
壬
寅
五
月
起
草

豈
無
所
裨
﹂
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵
︒

㉟

明
治
二
九
年
﹁
無
題
﹂
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵
︒

㊱

﹁
明
治
四
十
三
年
四
月
十
七
日

我
癖

鉄
叟
﹂
﹃
筆
録
﹄
鉄
斎
美
術
館
蔵
︒

ま

と

め

本
稿
で
は
︑
学
者
で
あ
り
文
人
画
家
で
あ
る
富
岡
鉄
斎
を
め
ぐ
る
文
人
仲
間
・
政
治
家
な
ど
の
多
彩
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
と
も
に
︑
鉄
斎
が

顕
彰
し
た
国
史
を
み
て
き
た
︒

第
一
は
︑
明
治
一
〇
年
︵
一
八
七
七
︶
の
大
和
・
堺
行
幸
に
際
す
る
︑
政
府
と
鉄
斎
の
国
史
顕
彰
・
歴
史
意
識
と
の
重
な
り
の
問
題
で
あ
る
︒

堺
県
知
事
税
所
篤
の
意
を
受
け
て
︑
大
鳥
神
社
宮
司
時
代
の
鉄
斎
が
行
幸
の
道
順
の
陵
墓
や
史
蹟
の
取
調
や
整
備
に
関
わ
り
︑
﹁
堺
県
行
幸
道

筋
官
幣
大
社
御
陵
位
置
図
巻
﹂
を
描
い
た
︒
行
幸
で
は
神
武
陵
を
は
じ
め
と
す
る
天
皇
陵
群
と
と
も
に
︑
南
朝
忠
臣
の
墓
を
顕
彰
し
た
︒
鉄
斎

は
︑
明
治
前
期
の
政
治
文
化
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
︒

第
二
に
︑
鉄
斎
は
︑
明
治
一
〇
年
行
幸
の
堺
県
下
の
行
在
所
の
古
物
や
煎
茶
の
し
つ
ら
え
を
構
想
し
実
現
し
﹁
堺
県
行
在
所
御
飾
付
図
巻
﹂

と
し
て
記
録
に
残
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
前
近
代
以
来
の
古
物
世
界
︵
煎
茶
や
書
画
の
文
人
文
化
︶
と
︑
こ
の
後
始
ま
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
・
岡
倉
天

心
以
降
の
近
代
の
美
術
・
文
化
財
の
世
界
が
︑
近
代
に
お
い
て
併
存
し
︑
重
層
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
︒

第
三
に
︑
鉄
斎
が
顕
彰
す
る
国
史
の
世
界
は
︑
全
体
と
し
て
﹁
名
教
の
精
神
﹂
に
基
づ
い
て
い
た
点
で
あ
る
︒
神
武
創
業
・
建
武
新
政
・
忠

臣
義
士
な
ど
︑
日
本
の
古
典
世
界
を
顕
彰
す
る
政
治
文
化
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
従
来
︑
大
久
保
利
通
や
税
所
篤
な
ど
の
薩
摩
閥
が
手
を
付
け
た

と
さ
れ
る
河
内
長
野
や
千
早
赤
阪
な
ど
の
南
朝
史
蹟
顕
彰
の
初
発
に
︑
彼
ら
よ
り
も
早
く
鉄
斎
が
着
手
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
同
様
に
︑

明
治
二
一
年
に
治
定
さ
れ
た
九
度
山
の
長
慶
天
皇
の
河
根
陵
参
考
地
や
明
治
一
四
年
に
治
定
さ
れ
た
下
伊
那
浪
合
の
尹
良
親
王
墓
の
よ
う
に
明
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治
前
期
の
宮
内
省
の
考
証
と
重
な
り
な
が
ら
︑
行
政
よ
り
も
早
く
顕
彰
運
動
を
展
開
し
た
点
も
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
際
︑
鉄
斎
は
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ん
だ
地
域
社
会
の
学
者
や
名
望
家
と
︑
国
史
を
顕
彰
す
る
歴
史
意
識
を
共
有
し
連
携
し
た
︒
明
治
一
〇
年
段
階
か
ら
︑
鉄
斎

が
文
人
仲
間
と
取
り
組
ん
だ
︑
宝
筐
院
や
祇
王
寺
な
ど
嵯
峨
の
古
典
世
界
の
復
興
に
も
同
様
の
先
進
性
が
あ
る
︒
南
朝
の
顕
彰
は
︑
祖
先
崇
拝

と
家
族
国
家
観
を
補
完
す
る
国
民
道
徳
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
り
︑
平
安
朝
の
貴
族
文
化
の
称
揚
は
日
本
の
固
有
文
化
の
顕
彰
と
し
て
︑
明
治

期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
下
支
え
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒

そ
し
て
鉄
斎
の
尹
良
親
王
墓
の
考
証
に
は
︑
た
と
え
被
葬
者
が
誤
っ
て
い
て
も
︑
宮
内
省
が
い
っ
た
ん
治
定
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
ア
プ
リ
オ
リ

に
認
め
る
と
い
う
︑
近
現
代
日
本
に
お
け
る
陵
墓
治
定
体
系
を
受
容
す
る
歴
史
意
識
が
反
映
し
て
い
た
︒
今
日
で
も
天
皇
の
裁
可
は
︑
神
武
天

皇
陵
の
虚
構
や
継
体
天
皇
陵
︵
大
阪
府
茨
木
市
の
太
田
茶
臼
山
古
墳
︶
の
治
定
の
誤
り
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
絶
対
不
動
の
も
の
で
あ
る①
︒

王
政
復
古
の
大
号
令
で
理
念
と
な
る
明
治
維
新
期
の
神
武
天
皇
顕
彰
︑
大
正
期
の
国
民
道
徳
論
と
と
も
に
進
む
南
朝
顕
彰
︑
そ
し
て
昭
和
大

礼
︵
昭
和
三
年
︶
以
降
に
本
格
化
す
る
明
治
維
新
の
顕
彰
︑
こ
れ
ら
い
わ
ば
近
代
日
本
の
主
立
っ
た
国
史
の
顕
彰
の
す
べ
て
を
︑
鉄
斎
は
明
治

前
期
よ
り
一
体
の
も
の
と
し
て
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
︒

①

高
木
博
志
﹃
近
代
天
皇
制
と
古
都
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︒

︹
付
記
︺
本
稿
執
筆
に
際
し
︑
柏
木
知
子
氏
︑
奥
田
素
子
氏
︑
宇
野
千
代
子
氏
か
ら
教
示
を
受
け
︑
清
荒
神
清
澄
寺

鉄
斎
美
術
館
︑
飯
田
市
立
中
央
図
書
館

の
協
力
を
得
た
︒

︵
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
︶
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Tomioka Tessaiʼs and National History : Expressing the Spirit of

Confucian Morality (Meikyō ) through Art

by

TAKAGI Hiroshi

In his youth, Tomioka Tessai (1836-1924) was involved with the sonjō

movement (an abbreviation of sonnō jōi, “revere the emperor, expel the

barbarians”) ; after the Meiji Restoration he worked as the chief priest of

Ōtori Shrine. Tessai considered himself first a scholar, and then a painter

and man of letters, and strove to “read ten thousand books, and walk ten

thousand ri ”. In the Meiji period, he worked to restore the temples Giōji in

Saga, and Hōkyōji, dedicated to Kusunoki Masatsura (Shōnankō) ; he also

spared no effort to make the mausoleums dedicated to Emperor Jinmu and

Prince Yukiyoshi, as well as the area around Yoshino and Kawachi Nagano

linked to Kusunoki Masashige and Masatsura, well-known to the public. His

actions were closely connected with the new governmentʼ s policies and

various social movements at the time.

On the occasion of the Imperial Visit to Yamato in Meiji 10 (1878), he drew

a map of the mausoleums and great imperial shrines along the Emperorʼs

route (Sakai-ken gyōkō michisuji kanpei taisha goryō ichi zukan), as well as a

decorated map of temporary lodgings built to accommodate the imperial

visit in Sakai Prefecture (Sakai-ken anzai-sho on-kazaritsuke zukan). He took

care of Emperor Meijiʼs agarwood (Ranjatai), and organized Chinese-inspired

activities centered on the appreciation of tea and antiques from the continent

in his circle of literati. Also, as seen in the investigation of the tomb of

Prince Yukiyoshi in Shimo-Ina, he was of the opinion that, even if there was

a mistake about the entombed person, the Ministry of the Imperial

Household had the authority to overrule the historical facts. As such, Tessai

truly lived by the adage that one ought “to express the spirit of meikyō

(moral principles defining the relationship between lord and vassal) through

oneʼs art”.

( 308 )
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